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ま
ち
の
話
題

　

町
内
の
小
・
中
学
校
、
幼
稚
園
、
保
育
所

で
卒
業
式
、
卒
園
式
、
修
了
式
が
行
わ
れ
た
。

　

卒
業
生
、
卒
園
児
は
先
生
か
ら
名
前
を
呼

ば
れ
る
と
、
大
き
な
声
で
返
事
を
し
、
卒
業

（
園
）
証
書
を
受
け
取
っ
た
。
卒
業
生
の
別

れ
の
こ
と
ば
や
歌
は
、
会
場
い
っ
ぱ
い
に
響

き
、
恩
師
や
家
族
、
在
校
生
に
感
謝
の
気
持

ち
を
伝
え
た
。

　

卒
業
・
卒
園
・
修
了
さ
れ
た
皆
さ
ん
、
お

め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
活
躍

を
期
待
し
ま
す
。

学
び
舎
か
ら
の
旅
立
ち

ま
ち
の
話
題

　

蜂
ヶ
峯
総
合
公
園
の
バ
ラ
園
に
新
し
い
13

品
種
を
植
栽
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
品
種
も
追

加
し
、
約
1
8
0
種
、
4
千
本
が
咲
き
誇
る

中
国
地
方
で
も
有
数
の
バ
ラ
園
に
生
ま
れ
変

わ
っ
た
。
町
制
施
行
40
周
年
の
記
念
事
業
が

5
月
中
旬
頃
か
ら
花
を
咲
か
す
。

バ
ラ
園
に
新
種
が
仲
間
入
り

3月19日3月25日

3月20日

和木幼稚園卒園式
卒園生　64人（男子30人、女子34人）

和木保育所修了式
修了児　24人（男子10人、女子14人）

和木小学校卒業式
卒業生　65人（男子38人、女子27人） 3月8日

和木中学校卒業式
卒業生　62人（男子38人、女子24人）

アンナリビア フリージア オークランドメトロ

サマーファッション プレイガール オフェリア

ファバージュ 玉藻 カウンティーフェアー

新たに植栽したバラ（一部）

【
写
真
提
供　
広
島
バ
ラ
園
】
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3
月
8
日
、
体
育
セ
ン
タ
ー
で
「
平
成
25

年
度
和
木
町
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
修
了
式
」
が

行
わ
れ
た
。
修
了
生
29
名
を
代
表
し
て
軟
式

野
球
部
望
月
魁
人
君
が
、
指
導
者
や
保
護
者

に
お
礼
の
言
葉
を
伝
え
た
。
ま
た
、
修
了
生

か
ら
下
級
生
に
、
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
活
動
が

よ
り
発
展
す
る
よ
う
に
と
、
団
活
動
で
必
要

と
な
る
用
具
な
ど
が
送
ら
れ
た
。

　

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
活
動
の
意
義
に
則
り
、

ス
ポ
ー
ツ
を
勝
ち
負
け
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
ス

ポ
ー
ツ
を
楽
し
む
こ
と
、
ス
ポ
ー
ツ
を
通
し

て
礼
儀
や
マ
ナ
ー
を
学
び
、
心
身
と
も
に
健

全
な
成
長
を
遂
げ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
望
み

ま
す
。

も
ち
づ
き
か
い
と

　
「
ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
ク
体
験
講
習
会
」

を
体
育
セ
ン
タ
ー
で
開
催
し
、
46
名
の
参
加

者
が
、
基
本
的
な
動
き
や
姿
勢
を
教
わ
り
、

ア
リ
ー
ナ
を
歩
い
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
「
実
際
に
歩
い
て
み
る
と

思
う
よ
う
に
で
き
な
い
」、
「
疲
れ
た
け
ど

楽
し
か
っ
た
」
な
ど
の
声
が
聞
か
れ
た
。

　

体
育
セ
ン
タ
ー
で
は
、
保
健
相
談
セ
ン

タ
ー
な
ど
と
協
力
し
、
今
後
も
継
続
的
に
開

催
し
、
町
民
が
楽
し
め
る
ス
ポ
ー
ツ
、
健
康

保
持
増
進
に
役
立
つ
ス
ポ
ー
ツ
、
気
軽
に
身

体
を
動
か
す
こ
と
が
出
来
る
ス
ポ
ー
ツ
と
し

て
「
ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
ク
」
を
推
進
し

た
い
と
考
え
て
お
り
、
多
く
の
人
の
参
加
を

望
ん
で
い
る
。

　

和
木
中
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
、
レ
ノ
フ
ァ

山
口
Ｆ
Ｃ
の
選
手
４
名
を
講
師
と
し
て
招

き
、
サ
ッ
カ
ー
教
室
を
開
催
し
た
。

　

ス
ポ
少
サ
ッ
カ
ー
部
の
選
手
達
は
、
主
に

基
本
的
な
ボ
ー
ル
の
扱
い
方
の
指
導
を
受

け
、
最
後
は
ミ
ニ
ゲ
ー
ム
で
楽
し
ん
だ
。

　

ア
マ
チ
ュ
ア
最
高
峰
の
選
手
の
華
麗
な
プ

レ
ー
を
見
た
子
ど
も
た
ち
は
、
目
を
輝
か
せ

「
将
来
は
、
サ
ッ
カ
ー
選
手
に
な
り
た
い
」

と
話
し
て
い
た
。

5/25（日） ９時～
延期の場合6/1
5/25（日） ９時～
延期の場合6/1

問合せ　商工会（☎５３－２０６６）

バーベキューをしながら一緒に
楽しみませんか？

会　場　キャンプ場特設ステージ

出店料
　町内の方：１区画 ２，０００円
　町外の方：１区画 ３，０００円
　※飲食物の出店はできません。

楽しい企画で皆さまをお待ちしています。

家族のふれあい企画

ま
ち
の
話
題

和
木
町
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
修
了
式

ま
ち
の
話
題

ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
ク
を
体
験

ま
ち
の
話
題

レ
ノ
フ
ァ
山
口
Ｆ
Ｃ
サ
ッ
カ
ー
教
室

修了生代表　望月魁人君
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3
月
7
日
か
ら
24
日
ま
で
の
18
日
間
の
会

期
で
、「
平
成
26
年
第
2
回
和
木
町
議
会
定

例
会
」が
開
催
さ
れ
、報
告
1
件
、議
案
21
件
、

同
意
1
件
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
た
。

報
告
第
7
号

　

例
月
現
金
出
納
検
査
の
結
果
に
つ
い
て

　

監
査
委
員
か
ら
出
納
事
務
は
適
法
に
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
の
確
認
の
報
告
。

議
案
第
2
号

　

平
成
25
年
度
和
木
町
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
8
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
2
，
2
0
6

万
4
千
円
を
減
額
し
、
総
額
39
億
6
，

5
8
3
万
9
千
円
と
す
る
も
の
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
全
会
一
致
で
可
決
】

議
案
第
3
号

　

平
成
25
年
度
和
木
町
国
民
健
康
保
険
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
2
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
51
万
9
千
円
を

増
額
し
、
7
億
2
，
7
3
9
万
8
千
円
と
す

る
も
の
。 　
　
　
 　
　
【
全
会
一
致
で
可
決
】

議
案
第
4
号

　

平
成
25
年
度
和
木
町
簡
易
水
道
事
業
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
4
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
1
1
0
万
円

を
減
額
し
、
9
，
3
9
8
万
8
千
円
と
す
る

も
の
。　
　
　
　
　
　
【
全
会
一
致
で
可
決
】

議
案
第
5
号

　

平
成
25
年
度
和
木
町
公
共
下
水
道
事
業

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
6
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
1
1
3
万
1

千
円
を
減
額
し
、
3
億
5
，
2
5
1
万
1
千

円
と
す
る
も
の
。　
　
【
全
会
一
致
で
可
決
】

議
案
第
6
号

　

平
成
25
年
度
和
木
町
介
護
保
険
事
業
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
3
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
10
万
3
千
円
を

増
額
し
、
5
億
1
，
3
7
3
万
4
千
円
と
す

る
も
の
。　
　
　
　
　
【
全
会
一
致
で
可
決
】

議
案
第
7
号

　

平
成
25
年
度
和
木
町
後
期
高
齢
者
医
療

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
3
6
4
万
8

千
円
を
減
額
し
、
8
，
2
6
6
万
5
千
円
と

す
る
も
の
。　
　
　
　
【
全
会
一
致
で
可
決
】

　
議
案
第
2
号
か
ら
議
案
第
7
号
ま
で
の
平

成
25
年
度
和
木
町
一
般
会
計
補
正
予
算
及
び

特
別
会
計
補
正
予
算
は
主
に
決
算
見
込
み
額

に
応
じ
て
調
整
し
た
も
の
。

議
案
第
8
号

　

和
木
町
留
守
家
庭
児
童
の
保
育
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て
　

留
守
家
庭
教
室
（
わ
き
っ
こ
ク
ラ
ブ
）
の

移
転
に
伴
い
改
正
す
る
も
の
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
全
会
一
致
で
可
決
】

議
案
第
9
号

　

和
木
美
術
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

　

和
木
美
術
館
の
使
用
料
を
変
更
す
る
も

の
。　
　
　
　
　
　
　
【
全
会
一
致
で
可
決
】

議
案
第
10
号

　

和
木
町
立
学
校
施
設
の
開
放
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

和
木
小
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
等
の
解
放
に
つ

い
て
の
規
定
を
追
加
す
る
も
の
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
全
会
一
致
で
可
決
】

議
案
第
11
号

　

和
木
町
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
改
正
に
伴
い

改
正
す
る
も
の
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
全
会
一
致
で
可
決
】

第2回

和
木
町
議
会
定
例
会

議
案
第
12
号

　

和
木
町
住
宅
建
設
奨
励
金
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

詳
し
く
は
8
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
全
会
一
致
で
可
決
】

議
案
第
13
号

　

平
成
26
年
度
和
木
町
一
般
会
計
予
算

　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
全
会
一
致
で
可
決
】

議
案
第
14
号

　

平
成
26
年
度
和
木
町
国
民
健
康
保
険
特

別
会
計
予
算　
　
　

 

【
全
会
一
致
で
可
決
】

議
案
第
15
号

　

平
成
26
年
度
和
木
町
簡
易
水
道
事
業
特

別
会
計
予
算　
　
　

【
全
会
一
致
で
可
決
】

議
案
第
16
号

　

平
成
26
年
度
和
木
町
公
共
下
水
道
事
業

特
別
会
計
予
算　
　

【
全
会
一
致
で
可
決
】

議
案
第
17
号

　

平
成
26
年
度
和
木
町
介
護
保
険
事
業
特

別
会
計
予
算　
　
　

【
全
会
一
致
で
可
決
】

議
案
第
18
号

　

平
成
26
年
度
和
木
町
後
期
高
齢
者
医
療

特
別
会
計
予
算　
　

【
全
会
一
致
で
可
決
】

　
議
案
第
13
号
か
ら
議
案
第
18
号
ま
で
の

平
成
26
年
度
和
木
町
一
般
会
計
予
算
及
び

特
別
会
計
予
算
の
詳
細
は
5
ペ
ー
ジ
か
ら

7
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

議
案
第
19
号

　

一
般
廃
棄
物
処
理
事
務
の
委
託
に
関
す

る
規
約
の
変
更
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て

　

予
算
の
繰
り
越
し
に
つ
い
て
の
規
定
を

追
加
す
る
も
の
。　
　
【
全
会
一
致
で
可
決
】

　

東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
た
３
月
11

日
、
町
内
の
公
共
施
設
で
は
半
旗
を
掲
げ
、

犠
牲
に
な
ら
れ
た
方
々
に
弔
意
を
表
し
ま

し
た
。

　

議
会
も
一
時
中
断
し
、
議
長
を
は
じ
め

議
員
全
員
と
町
長
以
下
全
職
員
が
黙
と
う

し
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
の
御
冥
福
と
行

方
不
明
の
方
々
が
見
つ
か
り
、
一
日
も
早

く
復
興
し
、
元
の
生
活
が
戻
る
よ
う
祈
り

ま
し
た
。

　

震
災
か
ら
３
年
が
経
ち
ま
し
た
が
、
ま

だ
ま
だ
苦
し
ん
で
い
る
方
が
沢
山
お
ら
れ

ま
す
。
震
災
の
事
実
を
風
化
さ
せ
る
こ
と

な
く
、
日
本
人
の
美
し
い
絆
の
精
神
で
、

一
人
ひ
と
り
が
で
き
る
こ
と
で
、
東
北
の

皆
さ
ん
を
支
援
し
、
復
興
に
協
力
し
て
い

き
ま
し
ょ
う
。
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ま
ち
の
話
題

　

春
季
全
国
火
災
予
防
運
動
週
間
中
の
3
月

6
日
、
幼
年
消
防
ク
ラ
ブ
（
和
木
幼
稚
園
年

中
組
）
が
防
火
パ
レ
ー
ド
を
行
っ
た
。

　

揃
い
の
法
被
姿
で
、
消
防
署
や
企
業
の
3

台
の
消
防
車
と
と
も
に
「
戸
締
り
用
心
、
火

の
用
心
」
と
元
気
い
っ
ぱ
い
の
歌
声
で
パ

レ
ー
ド
し
た
。
沿
道
の
地
域
の
人
々
に
は
、

よ
り
大
き
な
声
で
火
災
予
防
を
呼
び
か
け
た
。

　

パ
レ
ー
ド
後
、Ｊ
Ｘ
日
鉱
日
石
エ
ネ
ル

ギ
ー
㈱
及
び
三
井
化
学
㈱
自
衛
消
防
隊
の
大

型
特
殊
消
防
車
両
に
乗
せ
て
も
ら
い
、
消
防

士
気
分
を
味
わ
い
大
喜
び
だ
っ
た
。

幼
年
消
防
ク
ラ
ブ
防
火
パ
レ
ー
ド

文化協会会長賞受賞の筒 豊さん
つつ ゆたか

　

和
木
町
文
化
協
会
の
長
年
の
夢
で
あ
っ
た

絵
画
美
術
展
覧
会
が
、
町
制
施
行
40
周
年
を

機
に
初
め
て
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
。

　

山
口
市
か
ら
呉
市
ま
で
の
高
校
生
、
一
般

の
美
術
家
た
ち
か
ら
1
8
6
点
の
力
作
の
応

募
が
あ
っ
た
が
、
和
木
町
か
ら
は
4
人
の
応

募
だ
け
で
、
や
や
残
念
な
感
が
し
た
。

　

館
内
に
は
、
入
賞
、
入
選
作
品
1
4
6
点

が
展
示
さ
れ
、
作
者
の
気
持
ち
が
伝
わ
る
素

直
で
豊
か
な
色
や
構
図
の
表
現
で
、
た
く
さ

ん
の
観
覧
者
の
心
を
和
ま
せ
た
。

　

入
賞
者
は
、
次
の
と
お
り
。

【
和
木
町
長
賞
】     　

栢
木
果
歩（
美
和
町
）

【
和
木
町
議
会
議
長
賞
】嘉

藤
梢（
室
の
木
町
）

【
和
木
町
教
育
長
賞
】久

本
徳
正
（
海
土
路
町
）

【
和
木
町
文
化
協
会
会
長
賞
】筒 

豊
（
和
木
町
）

ま
ち
の
話
題

和
木
絵
画
美
術
展
覧
会
開
催

　

総
合
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
社
会
福

祉
協
議
会
（
田
尾
勲
会
長
）
主
催
の
「
高
齢

者
ふ
れ
あ
い
親
睦
会
」
が
行
わ
れ
た
。

　

午
前
中
は
、
キ
ャ
ラ
バ
ン
メ
イ
ト
に
よ
る

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
演
が
あ
り
、
認

知
症
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
と
と
も

に
、認
知
症
の
人
へ
の
対
応
方
法
を
学
ん
だ
。

　

昼
食
会
に
は
米
本
町
長
、
中
礒
議
長
も
出

席
。
つ
く
し
会
に
よ
る
彩
り
の
豊
か
な
手
作

り
弁
当
を
味
わ
い
な
が
ら
、
会
話
を
弾
ま
せ

て
い
た
。

　

第
3
部
で
は
岩
国
フ
ァ
ミ
リ
ー
ハ
ー
モ
ニ

カ
に
よ
る
ハ
ー
モ
ニ
カ
演
奏
が
披
露
さ
れ
、

優
し
い
音
色
が
会
場
に
響
き
わ
た
っ
た
。

ま
ち
の
話
題

高
齢
者
ふ
れ
あ
い
親
睦
会

議
案
第
20
号

　

山
口
県
市
町
総
合
事
務
組
合
を
組
織
す

る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
減
少
及
び
規
約

の
変
更
に
つ
い
て

　

周
南
地
区
食
肉
セ
ン
タ
ー
組
合
の
解
散

に
伴
い
変
更
す
る
も
の
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
全
会
一
致
で
可
決
】

議
案
第
21
号

　

和
木
小
学
校
外
構
工
事
①
の
請
負
契
約

の
一
部
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て

　

議
案
工
事
の
工
期
を
3
月
25
日
ま
で
か

ら
5
月
9
日
ま
で
に
し
、
契
約
金
額
の
消
費

税
額
を
変
更
す
る
も
の
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
全
会
一
致
で
可
決
】

議
案
第
22
号

　

公
共
下
水
道
仮
説
圧
送
管
敷
設
工
事
の

請
負
契
約
の
一
部
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ

い
て

　

議
案
工
事
の
工
期
を
3
月
31
日
ま
で
か

ら
7
月
15
日
ま
で
に
し
、
契
約
金
額
の
消
費

税
額
を
変
更
す
る
も
の
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
全
会
一
致
で
可
決
】

同
意
第
１
号

　

教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て

　

教
育
委
員
会
委
員
に
重
岡
良
典
を
任
命

す
る
こ
と
に
同
意
す
る
も
の
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
全
会
一
致
で
可
決
】

は
っ
ぴ
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平成 26年度

　今年度予算の特徴として、まずハード面では、コミュニティセンターの駐車場整備、街灯のＬＥＤ化、電気自動
車急速充電器の設置、蜂ヶ峯公園のミニＳＬ客車の更新、斎場火葬炉設備の大規模改修工事などが予算に盛り込ま
れています。
　次に、ソフト事業としては、出産祝金、小・中学生を対象とした英語検定の助成金、家庭用燃料電池設置費補助金、
津波・高潮ハザードマップの作成、役場庁舎とコミュニティセンターのリニューアル計画の策定業務などが予算に
盛り込まれています。
　それでは、今年度の和木町の予算について、具体的に、質問形式でみていきましょう。

　前年度当初予算に比較して、一般会計の予算総額が８．６％の減額となっています。これは、和木小学校整備事
業の事業費が大幅に減ったことが大きな要因となっています。
　一方、簡易水道事業特別会計と公共下水道事業特別会計の予算は、前年度と比較して、10％以上の増額となって
います。これは、老朽化した管や施設の調査・改修等に必要な経費を計上していることがその要因となっています。
　国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計については、ほぼ前年度並みの予算となっ
ています。

○各会計の予算総額 （単位：千円）

国 民 健 康 保 険

簡 易 水 道 事 業

公 共 下 水 道 事 業

介 護 保 険

保 健 事 業 勘 定

サ ー ビ ス 事 業 勘 定

後 期 高 齢 者 医 療

小 計

一 般 会 計

合　　　　　　　計

会　　計　　名

3,486,267

698,600

98,319

266,926

513,735

511,234

2,501

91,247

1,668 ,827

5,155 ,094

3,815 ,442

711,571

87,383

232,242

497,537

495,142

2,395

86,313

1,615 ,046

5,430 ,488

▲ 329,175

▲ 12,971

10,936

34,684

16,198

16,092

106

4,934

53,781

▲ 275,394

▲ 8.6

▲ 1.8

12 .5

14 .9

3 .3

3 .2

4 .4

5 .7

3 .3

▲ 5.1

平成26年度 平成25年度 差　　引 伸び率（％）

特

別

会

計

※一般会計…税金を主な収入とし、福祉や教育など、まちの基本的な事業にかかる経費の会計。

※特別会計…国民健康保険や介護保険、上下水道といった特定の事業で、保険料など特定の収入により
まかなわれ、一般会計と区分して経理する会計。

今年度の予算の総額は？

予算の総額は５１億５,５０９万４千円になります。内訳は下表のとおりです。

平成 26年度の和木町の当初予算が、和木町議会３月定例会において可決されました。
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町税
1,453,014
41.7%

人件費
627,784
18.0% 公債費

383,680
11.0%

扶助費
344,338
9.9%

投資的経費
281,001
8.1%

物件費
771,077
22.1%

補助費等
324,453
9.3%

操出金
322,176
9.2%

その他
431,758
12.4%

地方譲与税等
137,438  3.9%

諸収入等
405,706
11.6%

繰越金
20,000
0.6%

使用料及び手数料
128,308
3.7%

国・県支出金
519,138
14.9%

地方債（借金）
263,300
7.6%

地方交付税
440,000
12.6%

依存財源  39.0％

自主財源  61.0％

（単位：千円）

（単位：千円）

義務的経費
38.9％

繰入金
119,363
3.4%

収入

支出

※自主財源と依存財源
　自主財源とは、和木町が自主的に収入する財源のことを意味し、依存財源とは、国や県から交付された
り、割り当てられたりして収入する財源のことを意味します。

○町税
　一番大きな割合を占めているのが税金で、町
の収入の４割以上を占めています。景気の低迷
が続く中、企業からの税収は最低水準を推移し
ています。

○地方交付税
　国が集めた国税の一部が一定の基準で県や市
町村に交付されます。
　多くの市町村では、地方交付税が大きな割合
を占めますが、和木町は税収が多いため、その
割合は他の市町村に比べて低くなっています。

○国・県支出金
　米軍再編交付金や石油貯蔵施設立地対策等補
助金がここに含まれており、斎場の大規模改修
や蜂ヶ峯公園施設の更新、街灯のＬＥＤ化等の
事業に活用されます。

○人件費
　人件費については、前年度と比べると▲３.８％
の減額となっています。主な要因は、退職に伴う
職員数の減によるものです。

○公債費
借入金の返済に充てる経費のことです。
○扶助費
　児童手当や福祉医療費などが含まれます。
○物件費
　需用費、委託料などが含まれます。
○補助費等
　各種団体への補助金などが含まれます。
○繰出金
　一般会計から特別会計への補てん金のことで
す。
○投資的経費
　公共施設を整備するための経費です。本年度
は、コミュニティセンター駐車場の整備、斎場
火葬炉の改修工事や、街灯のＬＥＤ化などを実
施する経費が含まれています。

〈義務的経費〉
　義務的経費とは、人件費や公債費、扶助費など
の支出が義務付けられ任意に削減できない経費の
ことを意味します。

どんな収入があるの？

収入の内訳（一般会計）については、下のグラフをご覧ください。

どんな性質の経費に使われるの？

下のグラフは一般会計の予算の使いみち（支出）を性質別に分類したものです。

6



どんな事業に使われるの？

予算の使いみちを町民１人あたりに換算し、目的別にみると以下のようになります。

目　　的

議　会　費

農林水産業費

商　工　費

教　育　費

消　防　費

予　備　費

合　計　額

総　務　費

民　生　費

公　債　費
〔借金の返済に充てる費用〕

衛　生　費

土　木　費
 

今年度の重点施策
町民1人あたりの
予算額及びその割合

○街灯ＬＥＤ化工事
○電気自動車の購入
○庁舎リニューアル計画策定
○総合計画策定事業

○商工会への補助金

○町道の改良工事
○蜂ヶ峯公園の施設や遊具の整備

○津波・高潮ハザードマップの作成 
○防災行政無線デジタル化詳細設計
○岩国消防防災センターの建設負担金

○小・中学生への英語検定助成金
○小学校・中学校のＩＣＴ教育推進のための整備
○歴史資料館改装案作成委託料
○コミュニティセンターの駐車場整備
○コミュニティセンターリニューアル計画策定
○給食センターの食缶洗浄機の更新

○子ども安心医療（中学生までの医療費無料）
○福祉医療制度一部負担金の全額助成
○福祉計画の策定
○出産祝金
○子ども・子育て支援計画策定業務
○平成27年開催のねんりんピックの準備経費

○中学校、高校３年生を対象としたインフルエンザ予防
接種料の全額助成
○集団がん検診等の自己負担の全額助成
○風疹抗体検査、風疹予防接種の助成金
○健康増進促進備品の購入
○電気自動車急速充電器の設置工事
○家庭用燃料電池設置費の補助金
○道海公園墓地造成工事
○斎場設備の大規模改修工事

一般的な事務費や
財産管理費など

老人、児童などの社会福祉の
ための費用

町民の健康やごみ処理の
ための費用

町道、公園の整備や町営住宅
などに使われる費用
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町
長
へ
の
提
言

町
長
へ
の
提
言



●利子補給制度とは
　町内に住宅を新築
した人、または建設
された新築住宅を購
入した人で、その資
金を金融機関等から
借り入れた人に対して、その借入額に対
する利子の一部または全部について、町
が補助する制度です。
●変更点
　１０月１日から、借家として建築され
た住宅は対象外となります。（但し、９月
末日までに建築基準法の規定に基づく検
査が終了済の住宅は対象となります。）
対象となる新築住宅の要件▶
　建物の所有者が居住する住宅で、人の
居住用床面積が60㎡以上あること。
補助額及び補助期間▶
　新築住宅の建設または購入に要した費
用（土地代金を除く）に対する償還金の
うち、利子に相当する額（年額上限６万
円）を６０ヶ月間補助します。
申請方法▶
　居住開始から２ヶ月以内に、必要書類を
添えて役場都市建設課に申請して下さい。
問合せ▶都市建設課（☎５２－２１９７）

●○●○●○●○●○●○●○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○●

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

　新生児の誕生を祝福し、健やかな成長を願うとともに、若者
の定住を促進し、和木町の人口増加を図ることを目的とします。
祝金の額▶新生児１人につき１万円。
対　象▶４月１日以降に産まれた新生児。
支給要件▶和木町の住民基本台帳に登録されている人が出産し
た場合、産まれた新生児の父又は母に祝金を支給。

問合せ▶保健福祉課　☎５２－２１９５

出産祝金支給制度住宅建設資金利子補給
制度が変わります
住宅建設資金利子補給
制度が変わります

　住宅建設奨励金は、町内に新築された住宅に対する固定資産
税の一部について、町が助成する制度です。
○変更点
　１０月１日から、営利を目的とした住宅（借家・建売住宅）は
対象外となります。（ただし、９月末までに建築基準法による検
査が終了している借家は対象となります。また、建売住宅が、居
住のために売買された後は建設奨励金の交付対象となります。）
対象となる住宅▶
　新築された住宅で、床面積が５０㎡以上２８０㎡以下であり、
地方税法により固定資産税が減額される住宅。
助成額及び期間▶
　地方税法により減額される額及び期間が助成の対象となり
ます。
申請方法▶
　固定資産税の額が決定した後に該当される方に個別にお知らせ
を送付しますのでご確認ください。
問合せ▶税務課（☎５２－２１９３）

和木町住宅建設奨励金条例の一部改正

【
提
言
内
容
】

　

図
書
館
に
お
け
る
個
人
の
パ
ソ
コ
ン
の
持
込
み
禁
止
に
つ
い
て

　

現
在
、
図
書
館
で
は
、
個
人
の
パ
ソ
コ
ン
の
持
込
み
及
び
使

用
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
パ
ソ
コ
ン
の
普
及
し
た
現
在
の
時
代

に
、
特
に
若
い
世
代
に
と
っ
て
は
不
便
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
ノ
ー
ト
の
代
替
物
と
し
て
パ
ソ
コ
ン
を
使
用
す
る
場
面
も

多
く
、
利
用
者
が
周
囲
に
配
慮
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
前
提

に
、
図
書
館
で
得
ら
れ
る
情
報
や
知
識
を
有
効
に
活
用
す
る
た

め
に
も
個
人
の
パ
ソ
コ
ン
の
持
込
み
及
び
使
用
を
許
可
し
て
ほ

し
い
。

【
回
答
】

　

パ
ソ
コ
ン
使
用
の
際
の
問
題
点
は
、
キ
ー
タ
イ
プ
な
ど
の

音
で
す
。
児
童
書
架
付
近
で
は
、
あ
る
程
度
の
音
を
許
容
し
て

い
ま
す
が
、
閲
覧
机
の
あ
る
一
般
書
架
付
近
で
は
、
他
の
利
用

者
の
た
め
に
、
静
粛
な
利
用
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。「
周
囲
に

配
慮
し
た
使
用
」
と
い
う
点
で
は
、
キ
ー
タ
イ
プ
な
ど
を
静
か

に
行
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
で
す
が
、
困
難
で
あ
る
と
共
に

個
人
の
感
覚
の
違
い
も
あ
り
ま
す
。
電
源
の
無
断
使
用
の
行
為

も
見
受
け
ら
れ
、
個
人
パ
ソ
コ
ン
使
用
を
制
限
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
現
代
は
、
提
言
ど
お
り
パ
ソ
コ
ン
は
、
原
稿
を
書

く
際
の
必
須
の
道
具
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
閲
覧
ス

ペ
ー
ス
と
分
離
し
た
個
人
パ
ソ
コ
ン
を
利
用
で
き
る
学
習
ス
ペ

ー
ス
等
を
設
け
る
こ
と
は
、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
、
よ
り

よ
い
図
書
館
を
目
指
す
上
で
、
必
要
な
課
題
で
す
。
直
ち
に
提

言
に
応
え
る
こ
と
は
困
難
で
す
が
、
本
年

度
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
リ
ニ
ュ

ー
ア
ル
計
画
を
予
定
し
て
い
ま
す
の
で
、

提
言
書
の
要
望
を
計
画
に
反
映
さ
せ
、
時

代
に
即
応
し
利
用
者
に
配
慮
し
た
図
書
館

に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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❷ 消費税の性格・仕組みPOINT

原材料
製造業者

完成品
製造業者 卸売業者 小売業者 消費者

※税率８％で計算

課税 課税 課税 課税

2,160円
税　160円

5,400円
税　400円

7,560円
税　560円

10,800円
税　800円

800円を
最終消費者
が負担

【消費税】

【消費税】

【消費税】

【消費税】

⎫
⎬
⎭

⎫
⎬
⎭

⎫

⎬

⎭

⎫

⎬

⎭

⎫

⎬

⎭

　消費税は、消費一般に対して広く公平に負担を求める税金です。そのため、原則として全ての
財貨・サービスの国内における販売、提供などを課税対象とし、事業者を納税義務者として、そ
の売上げに対して課税を行うとともに、税の累積を排除するために、事業者は売上げに係る税額
から仕入れに係る税額を控除（仕入税額控除）し、その差引税額を納付することとされています。
　事業者に課される消費税相当額は、コストとして販売価格に織り込まれて転嫁され、最終的に
は消費者が負担することが予定されています。

消費税の転嫁の仕組み

財務省主税局税制第二課　03-3581-4111（代表）問合せ：

9



❶ 消費税率引上げの趣旨

消費税率引上げの趣旨・
消費税の性格

　今般の消費税率の引上げは、幅広く国民各層に社会保障の安定財源の確保のための負担を
求めることにより、社会保障の充実・安定化と財政健全化の同時達成を目指すものです。

POINT

消費税率の段階的引上げ

社会保障の安定財源の確保

消費税率は段階的に引き上げることにより、経済活動に与える影響を抑えます。

（消費税6.3％、
　地方消費税1.7％）

（消費税４％、
　地方消費税１％）

＊この消費税率の引上げについては、税制抜本改革法附則第18条に則って、
経済状況等を総合的に勘案して判断を行うこととされています。

平成26年4月から平成9年4月から

（消費税7.8％、
　地方消費税2.2％）

平成27年10月から

なぜ消費税？
税収が安定しています。
負担が世代間で公平です。
経済活動に中立的です。
高い財源調達力があります。

化
源
財
障
保
会
社
を
額
全

社会保障の安定化

社会保障の充実

与
寄
の
定
一
に
化
全
健
の
政
財

消
費
税

げ
上
引
の
％
５
率

げ
上
引
の
％
５
率
税
費
消

 

社会保障の安定化
 

消費税収1％程度 
（待機児童解消、医療介護サービスの充実など） 

消費税収４％程度

 
年金国庫負担２分の１等

後代への負担の付け回しの軽減
消費税率引上げに伴う社会保障支出の増 消

化

増 
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433

　３月５日、文化会館において、和木町子ども会育
成連絡協議会（吉田浅美会長）の主催で「意見交換
会」が開催されました。
　町子連の活動報告とともに単位子ども会からお楽
しみ会等での趣向を凝らした取組の報告がされまし
た。自治会やわきあいあい苑など、他団体との交流
を積極的に行った取組も紹介されました。
　一方、子ども会活動への参加者が年々減少してい
ること、児童数の減少により子ども会への加入者そ
のものが減少しているため、活動が盛り上がらない
等の課題も上がりましたが、お互いの成果や課題を
共有することで、単位子ども会活動の活性化に向け
ての方向性が見えた会となりました。

　３月２２日、今年度４回目の歴史資料館運営
協議会（岡田康彦会長）が開催されました。
　今回は、歴史資料館の改装に向けて、現地を
視察し、展示スペースや展示内容等について検
討を行いました。

　３月２０日、文化会館において社会教育委員
会議（沖道明議長）が開催され、２５年度の活
動報告がされました。
　今年度は、町制施行４０周年を記念した事業
が多く開催されました。各所管での成果や課
題、委員からの意見を２６年度の活動に生かし
ていきたいと思います。

町子連「意見交換会」 歴史資料館運営協議会

社会教育委員会議

　
わ
き
ス
ク
ー
ル
ガ
ー
ド
で
は
、
子
ど
も

の
安
全
を
見
守
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
（
主
に

登
下
校
時
）
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
わ
き
ス
ク
ー
ル
ガ
ー
ド
は
、「
で
き

る
方
が
、
で
き
る
時
に
、
で
き
る
事
を
！
」

を
基
本
に
、
無
理
な
く
継
続
し
て
い
た
だ

け
る
よ
う
に
活
動
し
て
い
ま
す
。
登
下
校

の
付
き
添
い
が
で
き
な
く
て
も
、
家
の
前

で
子
ど
も
た
ち
に
声
か
け
を
し
て
い
た
だ

い
て
も
構
い
ま
せ
ん
。

　
和
木
町
の
子
ど
も
た
ち
の
安
全
を
守
る

活
動
に
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

募
集
期
間
▼

　
随
時
募
集
（
年
度
ご
と
に
更
新
）

登
録
及
び
問
合
せ
▼

　
わ
き
ス
ク
ー
ル
ガ
ー
ド
事
務
局

　
　
　
　（
和
木
町
教
育
委
員
会
内
）　

☎
53
ー
3
1
2
3

　
今
年
度
も
放
課
後
子
ど
も
教
室
「
わ
き

あ
い
キ
ッ
ズ
」
を
実
施
し
ま
す
。

　
対
象
は
和
木
小
学
校
の
児
童
及
び
町
内

在
住
の
小
学
生
で
す
。

　
実
施
要
項
を
4
月
中
旬
ま
で
に
小
学
校

を
通
じ
て
配
布
、
締
め
切
り
を
4
月
21
日

の
予
定
に
し
て
お
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、

実
施
要
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
和
木
小
学
校
以
外
の
町
内
在
住
の
小
学

生
に
つ
き
ま
し
て
は
、
教
育
委
員
会
に
直

接
お
越
し
く
だ
さ
い
。

放
課
後
子
ど
も
教
室

　「
わ
き
あ
い
キ
ッ
ズ
」

　
　
　
　
募
集
に
つ
い
て

子
ど
も
の
見
守
り
！

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集
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長沢樹著
小谷野敦著
北夏輝著
滝口悠生著
近藤史恵著
朝井リョウ著
林真理子著

湊かなえ著
村山由佳著

イアン・マクドナルド著　下楠昌哉訳

井上こみち作　平澤朋子絵
五味太郎作・絵

　
宮西達也作・絵　坪田耕三監修
朽木祥作　ささめやゆき絵

鈴木まもる作・絵
　

鎌田實文　長谷川義史絵
あきやまただし作・絵

　
村上しいこ作　こばようこ絵

飯野和好作・絵

　エミリー・アーノルド・マッカリー作　青山南訳

○は「ゆびとま」おはなし会の日
■白字は図書館休館日

＜CD＞
☆image 14 quatorze emotional&relaxing
☆GLOCAL/HY
☆Music/EXILE ATSUSHI
☆LOVELAND/ 加藤ミリヤ
☆唄い屋・BEST Vol.1/ 清木場俊介
☆DOOR/JUJU
☆Sexy Second/Sexy Zone
☆TREE/ 東方神起
☆ずっと好きだった～ALL MY COVERS ～

/ 中島美嘉
☆NHKおかあさんといっしょ 最新ベスト いえ
　イェイ !!/

＜一般書＞
『冬空トランス』
『馬琴綺伝』
『狐さんの恋結び』
『寝相』　
『さいごの毛布』
『スペードの３』
『フェイバリット・ワン』

『豆の上で眠る』
『ありふれた愛じゃない』
『旋舞の千年都市　上・下』

＜児童書・絵本＞
『ハヤト、ずっといっしょだよ』

『あっ・ほっ』
『プラスマンとカズカズせいじん』　

『あひるの手紙』
『つかまえた！』
『ほうれんそうはないています』　

『はなかっぱとひのかっぱ』
『ノンキーとホンキーのカレーやさん』　

『月見草の花嫁』
『ラスコーの洞窟』

4月の休館日

6
13

1
8
15

20

2
9
16

3
10

4
11
18

12
19
26

27 28 29 30

7
14

22 23 24 2521
17

5

日　時　４月１９日（土）
　　　　１０時～１１時
　　　　おはなし会サークル
　　　　　　　　　「ゆびとま」
対象者　幼児・小学生
場　所　コミセン１階集会室
問合せ　図書館（☎５４－０２２２）

おはなし会春のスペシャル
おはなし会

春のスペシャル
おはなし会　４月15日～５月11日

まで、大型の絵本を展示

します！

　いつもは見られないサ

イズの絵本を、じっくり

手にとって読んでみてく

ださい♪

　～親子で読書する時間を
　　　　　作りましょう～

　本を通して
親子のふれあ
いの機会にし
ましょう。

☆大型絵本展示会☆『こども読書週間』
４月２３日～５月１２日
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わくわくルーム（わくわくタイム）
　保健相談センターの講堂を子どもさんの遊び場とし
て開放しています。広い部屋で思う存分子どもさんが
遊んだり、保護者同士が交流する場として、ご利用く
ださい。
　日　時▶毎週木曜日　　　１０時～１５時
　　　　　わくわくタイム　１０時～１１時４５分
　場　所▶保健相談センター
　わくわくタイムは子育て支援センターの保育士がい
る時間帯です。季節にあわせた手遊び、リズム遊びを
一緒に楽しみませんか？

うきうき広場
　日　時▶毎週火・金曜日１１時～１２時（雨天中止）
　場　所▶和木保育所（所庭を開放します）
　おしらせ▶４月１日・４日はお休みです。　
　４月８日は、１０時３０分から所庭の桜の下でお
花見を行います。

４月の行事（わくわくタイム）
　４月１０日  作ってあそぼう
　　　１７日  誕生日会
　　　２４日  発育測定

～ 子育て中のパパ、ママへ ～

「家族のふれあいを
　　　　大切にしましょう」

子育て支援センターを
次のとおり実施しています

　身長・体重の測定や保健師・栄養士による相談会を
行います。お気軽にご利用下さい。
　日　時▶４月２４日（木）
　　　　　１３時３０分～１５時 受付
　場　所▶保健相談センター
　　　　　（☎５２－７２９０）

すくすく計測相談会

　赤ちゃんから、幼稚園に入園前までのお子さ
ん対象の事業、イベント情報を集めた情報紙、「和
木町子育てねっと」を刊行しました。
　この情報紙は、偶数月に発行予定です。和木
町役場、保健相談センター、図書館、医療機関（木
村医院・中村クリニック）、金融機関（山口銀行
和木支店・和木郵便局）、マルキュウ和木店に置
かせていただいています。和木町ホームページ
にも掲載しておりますので、ご覧ください。
　町ぐるみで、子育てを応援していきます。

「和木町子育てねっと」の
刊行について

　テレビやゲームよりも、読み聞かせなどのコ
ミュニケーションの時間を優先させましょう。

　（和木町母子保健推進協議会）

　和木町の子育てにかかわる団体が集まって、活動を
紹介したり、親子で遊べる空間を提供します。
家族で遊びに来て下さい。
　日　時▶６月７日（土）９時３０分～１２時
　対　象▶主に乳幼児とご家族 
　場　所▶保健相談センター（☎５２－７２９０）

『すくすくフェスタin わき』予告

今年も
やります

　子育てサロン「たんぽぽ」では親同士、子ど
も同士のコミュニケーションのための場所を提
供しています。
　日　時▶４月１５日（火）１０時～１１時３０分
　　　　　※毎月第３火曜日
　対　象▶乳幼児（幼稚園に入園前まで）
　場　所▶和木２丁目集会所（山の手集会所）
　参加費▶１家族１００円
　問合せ▶社会福祉協議会（☎５２－８６４４）

子育てサロン「たんぽぽ」
親子で遊び、交流してみませんか？

お知らせお知らせお知らせ
スックちゃん

13



　対象者▶町内にお住まいの乳幼児及び児童・生徒
　予診票▶和木町の予診票をご利用ください。
　　　　　※予診票を紛失した場合は保健相談センターでお渡ししますので、必ず接種前に取りに来てください。
　費　用▶無料（公費負担のため）　携行品：母子健康手帳・予診票
　問合せ▶保健相談センター（☎５２－７２９０）

種　類 対象年齢 標準的な接種年齢

ヒブ 生後 2～ 5歳未満

初回接種：生後 2ヶ月から 6ヶ月に開始
27 日以上、56 日までの間隔をおく（1 歳まで
に完了する）
追加接種：
初回の最後の接種終了後、7ヶ月以上 13ヶ月
までの間隔をおく

回数

開始が生後 2～ 6ヶ月

開始が生後 7～ 11ヶ月

開始が１歳以降

初回 3回
追加 1回
初回 2回
追加 1回

1回

※１

ジフテリア
破　傷　風 11歳～ 13未満 11歳～ 12歳未満

ジフテリア
百 日 せき
破　傷　風
不活化ポリオ

初回：生後 3～ 7歳 6ヶ月未満
１　
　

期

２
期

生後 3～ 12ヶ月未満
20日以上、標準的には 56日までの間隔をおく

ＢＣＧ 生後１歳未満 生後 5～ 8ヶ月未満 1回

3回

追加：生後 3～ 7歳 6ヶ月未満
（初回 3回終了後、

6ヶ月以上の間隔をおく）
初回 (3 回 ) 終了後 12～ 17ヶ月の間 1回

1回

麻しん
( はしか )
風しん

1期：生後 12～ 24ヶ月未満 1歳の誕生日後なるべく早目に１
期

１　

期

２
期

２
期

1 回

日本脳炎

子宮頸がん
予防

初回：生後 6～ 7歳 6ヶ月未満 3歳
6日以上、28日までの間隔をおく 2回

追加：生後 6～ 7歳 6ヶ月未満 4歳
初回終了後 6ヶ月以上、おおむね 1年の間隔をおく 1回

9歳～ 13歳未満 9歳～ 10歳未満 1回

小 6～高 1
相当の女子

中
１
の
間

２価ワクチン 2回目：1回目の接種から 1ヶ月
3回目：1回目の接種から 6ヶ月

３回

４価ワクチン 2回目：1回目の接種から 2ヶ月
3回目：1回目の接種から 6ヶ月

2期：小学校就学前の 1年間
（年長児） 年長時 1回

小児用
肺炎球菌

生後 2～５歳未満

初回接種：生後 2ヶ月から 6ヶ月に開始
27 日以上の間隔をおく（生後 12ヶ月までに完
了する）

追加接種：生後 12ヶ月から 14ヶ月の間
初回接種終了後、60 日以上の間隔をおき、1 歳
以降に行う

開始が生後 2～ 6ヶ月
初回 3回
追加 1回 ※２

その他

開始が生後 7～ 11ヶ月 初回 2回
追加 1回 ※３

開始が１歳～２歳未満 2回 ※４

※５

※６

開始が２歳以降 1回

※１　初回接種を１歳までに行えなかった場合の追加接種は、初回接種に係る最後の注射終了後、２７日以上の間隔をおいて１回行う。
※２　初回２回目及び３回目の接種は２歳までに行い、２歳を超えた場合は行わないこと ( 追加接種は実施可能 )。
※３　初回：標準的には生後 13月までに 27日以上の間隔をおいて接種。 追加：初回接種終了後 60日以上の間隔をおき、１歳以降におこなう。

初回２回目の接種は 2歳までに行い、それを超えた場合は行わないこと（追加接種は実施可能）。
※４　60日以上の間隔をおく
※５　2回目：1回目の接種から 1ヶ月以上の間隔をおく
　　　3回目：1回目の接種から 5ヶ月以上、かつ 2回目の注射から 2ヶ月半以上の間隔をおく
※６　2回目：1回目の接種から 1ヶ月以上の間隔をおく　　3回目：2回目の接種から 3ヶ月以上の間隔をおく

　平成２５年６月１４日に厚生労働省の審議会が行われ、予防接種後にワクチンとの因果関係を否定できない痛みが
続く事例があることが報告され、このような事例の発生頻度等がより明らかになり、適切な情報提供ができるまで
の間、接種を受けることを積極的にお勧めしない方針がまとめられました。
　和木町では、上記の状況を踏まえ、厚生労働省より新たな見解が示されるまでの間、子宮頸がん予防ワクチンの
接種についてのご案内を一時的に見合わせています。なお、ワクチン接種の有効性とリスクをご理解のうえで接種
を希望される方は、引き続き、定期予防接種として全額公費により接種を受けることができます。

定期予防接種のお知らせ

子宮頸がんワクチンについて

〈予防接種の種類と対象〉
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安　村　昇　子

村　重　徳　光

谷　鶴　敏　之

上　木　優　一

嘉　屋　新太郎

倉　八　大　介

末　岡　伸　吾

谷　鶴　　　輝

出　先　伸　英

東　屋　健　志

森　本　和　章

森　本　達　矢

吉　野　佳美子

７０回

５０回

３０回

１０回

氏　名献血回数

風疹予防接種に関する費用助成制度風疹予防接種に関する費用助成制度

マ
ダ
ニ
に

　
　注
意
し
ま
し
ょ
う

　

マ
ダ
ニ
に
か
ま
れ
る
こ
と
で
感

染
す
る
「
重
症
熱
性
血
小
板
減
少

症
候
群
（
Ｓ
Ｆ
Ｔ
Ｓ
）」
が
日
本

国
内
で
も
発
生
し
て
い
ま
す
。
マ

ダ
ニ
は
家
庭
内
に
生
息
す
る
ダ
ニ

と
は
種
類
が
異
な
り
ま
す
。
主
に

森
林
や
草
地
等
の
屋
外
に
生
息
し

全
国
的
に
分
布
し
て
い
ま
す
。
春

か
ら
秋
に
か
け
て
活
動
的
に
な
り

ま
す
の
で
、
次
の
こ
と
に
注
意
し

て
感
染
を
予
防
し
ま
し
ょ
う
。

○
草
む
ら
や
藪
な
ど
に
入
る
場
合

に
は
、
長
袖
、
長
ズ
ボ
ン
、
足

を
完
全
に
覆
う
靴
を
着
用
し
肌

の
露
出
を
少
な
く
す
る
。

○
屋
外
活
動
後
に
は
、
マ
ダ
ニ
に

刺
さ
れ
て
な
い
か
確
認
す
る
。

○
吸
血
中
の
マ
ダ
ニ
に
気
が
つ
い

た
ら
、
で
き
る
だ
け
病
院
で
処

置
す
る
。

○
マ
ダ
ニ
に
咬
ま
れ
た
後
に
発
熱

症
状
が
あ
っ
た
場
合
は
、
病
院

へ
受
診
す
る
。

※

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

問
合
せ
▼
岩
国
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
☎
29
ー
１
５
２
１
）

マ
ダ
ニ
に

　　
注
意
し
ま
し
ょ
う

筋力アップ編
　運動が苦手な方でも大丈夫。イスを使った
運動で、ゆっくりゆったりと筋肉をトレーニ
ングします。
日　時　４月１８日（金）
　　　　１０時～１１時３０分
場　所　保健相談センター　講堂
準　備　動きやすい服装・室内シューズ
　　　　タオル・飲み物
申込み　４月１６日（水）まで（定員１５名）
問合せ　保健相談センター（☎５２－７２９０）

元気アップ教室

　献血は患者さんの命を守る
愛の活動です。規定の回数に達した方々に、
このたび感謝状と記念品をお贈りしました。
これからも宜しくお願いします。

（敬称略）　

献血功労者
表彰
献血功労者
表彰
献血功労者
表彰

●作り方
①下準備
木綿豆腐…ペーパータオルに包んで水気を切り、３㎝角に切る。
しめじ…石づきを除き、ほぐす。
ブロッコリー…小房に分けて茹でる。
長芋…皮をむき、すりおろし、しょうゆで下味をつける。
②炒める
テフロン加工のフライパンに油を熱し、豆腐としめじを炒め
る。しょうゆ、みりんで味をつける。
③焼く
グラタン皿に②とブロッコリーをならべる。山芋をかけ、
チーズを散ら200℃のオーブンでチーズが溶けるまで焼く。

（１人分エネルギー　１８９ｋカロリー）

和風のグラタンです。季節の野菜を使ってどうぞ。
（和木町食生活改善推進協議会　５班）

木綿豆腐………………250g
しめじ……………………70g
ブロッコリー…………100g
　長芋…………………250g
　しょうゆ…………小さじ1
チーズ（ピザ用）…………70g
油……………………小さじ2
みりん………………小さじ2

さいころ豆腐のチーズ焼き（材料４人分）
4月

ⓐ

　妊婦が風しんに感染すると高い確率でおなかの赤ちゃんに
も感染が及び、先天性風しん症候群といわれる生まれつき心
臓病、目や耳に障害を持った赤ちゃんが生まれる可能性があ
ります。母子への感染を防ぐために抗体検査、予防接種（感
染予防に十分な抗体がない人）の費用を助成します。
対　象▶①妊娠を予定、又は希望している女性　　　
　　　　② ①の方の同居家族     
　　　　③妊娠している女性の同居家族
問合せ▶ 保健相談センター（☎５２－７２９０）
＜注意＞ 　
　助成を受けるためには、事前の申請手続きが必要です。
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がんは、早期発見すれば
９０％以上が治ります

　総合健診申込書を世帯別に配布します。
　ご記入の上、４月２５日（金）までに保健相談センターまで、提出を
おねがいします。

　申込書は世帯主宛で、世帯内の対象年齢の人を名簿に記載していま
す（年齢は平成 26 年４月１日現在）。
　申し込む項目に○、受けない項目に×を記入し、
保健相談センターへ提出して下さい。

（４月１８日までに申込書が届かない場合は、お問合せください。）

和木町健診・がん検診申込みのおしらせ和木町健診・がん検診申込みのおしらせ

申込み方法

がんは高齢者だけの病気では、
ありません。４０代はがんが増え
始めるため、検診によって早期
発見することが大切です。

４０代
男性

大腸がん

…あなたに毎年必ず受けて欲しい、３つのがん検診（なりやすい順）…

1 胃 が ん2 肺 が ん3

５０代は そろそろ “がん年齢”。
でも、定期的な検診受診で、自
覚症状が出る前に、がんは早期
に発見できます。

5０代
男性

大腸がん

…あなたに毎年必ず受けて欲しい、３つのがん検診（なりやすい順）…

1 胃 が ん2 肺 が ん3

６０代を過ぎると、がんになる人
は激増。毎年、約１２万人の６０
代男性が、がんになっています。

6０代
男性

大腸がん

…あなたに毎年必ず受けて欲しい、３つのがん検診（なりやすい順）…

1 胃 が ん2 肺 が ん3

乳がんをはじめ、がんが増え始
める年代です。定期的な検診を
受けましょう。

４０代
女性

乳 が ん

…あなたに毎年必ず受けて欲しい、5つのがん検診（なりやすい順）…

1 子宮頸がん2 大腸がん3
胃 が ん4 肺 が ん5

子宮頸がんは、20～30代の若
年層がなりやすいがんです。
子宮頸がん検診は、あなたの命
と子宮を守るための検診です。

2０代～
3０代
女性

和木町の子宮頸がん検診は、検診車による集団
健診です。
小さなお子さま連れでも受診可能です。

５０代は、女性の身体が大きく変
わる年代。がんで死亡する人の
数も大きく増加します。

5０代
女性

乳 が ん

…あなたに毎年必ず受けて欲しい、5つのがん検診（なりやすい順）…

1 子宮頸がん2 大腸がん3
胃 が ん4 肺 が ん5

女性がなりやすい５つのがんは、
検診による早期発見で８０％以上
が治癒します。

6０代
女性

大腸がん

…あなたに毎年必ず受けて欲しい、5つのがん検診（なりやすい順）…

1 胃 が ん2 乳 が ん3
肺 が ん4 子宮頸がん5

ぜひ、この機会に
お受けください

がんは、早期発見すれば
９０％以上が治ります
がんは、早期発見すれば
９０％以上が治ります

簡単に申込み
できます
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　平成２６年度の特定健康診査を次のように実施します。
　健康管理には、定期的に健康状態を確認することが重要です。特に特定健康診査は、生活習慣病
の予防に繋がります。ぜひ、年に一度は特定健康診査を受診しましょう。

※被用者保険の被保険者の人（国民健康保険及び後期高齢者医療被保険者以外の人）は、それぞれの医
療保険の保険者（保険証の発行元）の実施方法に従ってください。和木町の集団健診では、各種のが
ん検診のみ受診できます。
※特定健診を申し込まれた人でも、実施日までに異動（被用者保険へ加入等）した人は、特定健診は受診
できませんので、ご了承ください。（各種のがん検診は受診できます。）

※各種がん検診は、無料です。
問合せ　保健福祉課（☎５２－２１９５）

●国民健康保険被保険者の人

●後期高齢者医療被保険者の人

対 象 者 ４月１日時点で国保被保険者であり、４０歳以上の人
（年度途中で転入、転出等により異動のあった人は対象から外れます。）

【集団健診】６月１８日(水)～２４日(火)　８時～９時５０分受付（２２日(日)を除く）
【個別健診】集団健診終了後から随時（受診券を送付します。）

【集団健診】６月１８日(水)～２４日(火)　８時～９時５０分受付（２２日（日）を除く）
【個別健診】集団健診終了後から随時（受診券を送付します。）

医療機関での個別健診を受診される場合は、後日送付される受診券を持参してください。

５００円

【集団健診】１，０００円
【個別健診】１，７００円

医療機関での個別健診を受診される場合は、後日送付される受診券を持参してください。

保健相談センターでの集団健診及び医療機関（和木町及び岩国市内）での個別健診
（町内の個別健診機関は、木村医院、中村クリニック）
※個別健診は、集団健診未受診者の人に、改めてご案内します。

後期高齢者医療被保険者の人
（７５歳以上の人及び６５歳以上で障害認定を受けている一部の人）
年度内に７５歳になる人は誕生日の翌月以降

保健相談センターでの集団健診及び医療機関（山口県内）での個別健診
（町内の個別健診機関は、木村医院、中村クリニック）
※個別健診は、集団健診未受診者の人に、改めてご案内します。

【集団健診】各世帯にお配りしている、健（検）診申込書に記入して、４月２５日（金）までに保健
　　　　　　相談センターにお申し込みください。
【個別健診】受診を希望する医療機関にご確認ください。

【集団健診】各世帯にお配りしている、健（検）診申込書に記入して、４月２５日（金）までに保健
　　　　　　相談センターにお申し込みください。
【個別健診】受診を希望する医療機関にご確認ください。

実施日時

そ の 他

自己負担

実施方法

申 込 み

対 象 者

実施日時

そ の 他

自己負担

実施方法

申 込 み

国民健康保険及び後期高齢者医療被保険者の方の
特定健康診査の実施方法について

国民健康保険及び後期高齢者医療被保険者の方の
特定健康診査の実施方法について

国民健康保険及び後期高齢者医療被保険者の方の
特定健康診査の実施方法について
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■高額な診療（入院・外来）を受ける人へ
　限度額適用認定証等を提示すれば、入院だけ
でなく、外来の場合でも限度額までの支払いに
なります。

・認定証を提示することで、医療費は高額療養
費の適用区分に応じた自己負担限度額までの
支払いですみます。
・住民税非課税世帯の人は、食事代（食事療養
費）も軽減されます。
・申請が必要ですので、医療機関に入院される
場合は、必ず保健福祉課にご連絡ください。
・国民健康保険料の滞納がある世帯の人には、
認定証をお渡しできない場合があります。

■70歳以上の自己負担割合据え置きが終了します。
　７０歳から７４歳の人の窓口負担は、法律上２割負担となっていますが、特例措置でこれまで１割負
担とされていました。平成２６年度から、より公平な仕組みとするため、この特例措置が見直されるこ
とになりました。

○平成２６年４月２日以降に７０歳の誕生日を迎える人（誕生日が昭和１９年４月２日以降の人）
・７０歳の誕生月の翌月（ただし、各月１日が誕生日の方はその月）の診療から、窓口負担が２割になり
ます。（例えば、平成２６年４月２日～５月１日に７０歳の誕生日を迎える人は、５月の診療から２割負
担になります。）

　※一定の所得がある人は、これまでどおり３割負担です。
・なお、窓口負担には毎月の負担上限額が定められていますが、７０歳から２割負担になる人は、６９歳ま
でと比べて上限額が下がります。

○平成２６年４月１日までに７０歳の誕生日を迎えた人（誕生日が昭和１９年４月１日までの人）
・平成２６年４月以降も医療費の窓口負担は１割のまま変わりません。（平成２６年３月２日～４月１日に
７０歳の誕生日を迎える人は、これまでの３割負担から１割負担になります。）

　※一定の所得がある人は、これまでどおり３割負担です。

■国民健康保険への届け出はおすみですか？
　社会保険の資格を喪失した場合には、必ず国民健康保
険に加入しなければなりません。
　国保に加入したり、脱退するときは、14日以内に保健
福祉課の窓口に届け出てください。
資格は、加入や脱退の事実が発生した日までさかのぼり
ます。
　加入の届け出が遅れると、保険料はさかのぼって支払
うことになります。
　また、やむを得ない場合を除き、被保険者証のない期
間の医療費が、全額自己負担になります。
　脱退の届け出が遅れると、資格を外れたあとに国保の
被保険者として受診した医療費がある場合、お返しいた
だくことになります。
　なお、届け出の際は、資格異動日の確認が必要ですの
で、次のものを持参のうえ、届け出をしてください。
●加入するとき
・社会保険の資格喪失証明書又は離職票など
・年金を受給している人は、年金証書
●脱退するとき
・社会保険の被保険者証（対象者全員分）又は資格取得
証明書
・国保の被保険者証（返却のため）

問合せ　保健福祉課（☎52－2195）

国保被保険者の人へ

課 税 世 帯
７０歳
未満の人

限度額適用認定証

非課税世帯 限度額適用・標準負担
額減額認定証

課 税 世 帯
７０歳
以上の人

必要ありません。
（高齢受給者証のみ）

非課税世帯 限度額適用・標準負担
額減額認定証
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　平成26年度から後期高齢者医療保険料率が変更になります。保険料率は、医療費の推移に伴い２年
ごとに見直すもので、山口県内均一です。

○平成26・27年度の後期高齢者医療の保険料率について

○平成26年度の後期高齢者医療保険料の軽減措置について
①平成25年中の世帯主と世帯の被保険者の所得の合計に応じて、「均等割額（50,431円）」が次のと
おり軽減されます。
・33万円＋（45万円×被保険者数）以下の世帯→２割
・33万円＋（24.5万円×被保険者数）以下の世帯→５割
・33万円以下の世帯→8.5割
・33万円以下の世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下（その他各種所得がない）の世帯
→９割
②所得割額を負担する人のうち、賦課のもととなる所得が58万円以下の人は、所得割額が５割軽減
されます。
③会社などで加入していた保険の扶養家族だった人は、均等割額が９割軽減されます。

＜均等割額＞
◎年金収入　 －　　控除　 ＝年金所得
　2,030,000円－1,200,000円＝830,000円
◎年金所得 －150,000円＝軽減判定所得
　830,000円－150,000円＝680,000円　→２割軽減に該当
◎均等割額⇒　50,431円×0.8＝40,344円　…①（端数切捨て）
＜所得割額＞
◎年金所得－基礎控除＝賦課のもととなる所得
　830,000円－330,000円＝500,000円（58万円以下なので５割軽減に該当）
◎所得割額⇒　500,000円×10.17％×0.5＝25,425円　…②
＜年間保険料額＞
①＋②＝65,769円

後期高齢者医療　保険料率・保険料限度額改定のお知らせ

年金
収入

年金
所得

軽減判定
所得

所得割
軽減

所得
割額

均等
割額

年間保険
料額

800,000

1,200,000

1,680,000

1,925,000

2,030,000

2,130,000

2,625,000

0

0

480,000

725,000

830,000

930,000

1,425,000

0

0

330,000

575,000

680,000

780,000

1,275,000

賦課のもと
となる所得

0

0

150,000

395,000

500,000

600,000

1,095,000

5,043

7,564

7,564

25,215

40,344

40,344

50,431

均等割
軽減

9割

8.5割

8.5割

5割

2割

2割

なし

5割

5割

5割

なし

なし

0

0

7,627

20,085

25,425

61,020

111,361

5,043

7,564

15,191

45,300

65,769

101,364

161,792

【一人世帯・公的年金収入のみの場合の保険料額】

【年金収入 203 万円の被保険者の年間保険料額計算例】

（金額単位：円）

問合せ　税務課（☎52－2193）、保健福祉課（☎52－2195）
　　　　または山口県後期高齢者医療広域連合（☎083－921－7112）

均等割額
所得割額
上 限 額

47,474 円
9.45％
55 万円

50,431 円
10.17％
57 万円

24・25 年度 26・27 年度
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１ヶ月分

６ヶ月分

１年分

２年分※３

15,250 円

91,500 円

183,000 円

370,080 円

15,200 円

91,200 円

182,400 円

368,880 円

90,760 円

181,520 円

367,080 円

90,460 円

180,920 円

365,880 円

179,750 円

363,510 円

179,160 円

362,320 円 355,280 円

　２０歳以上の人は、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。
　しかし、学生は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予さ
れる『学生納付特例制度』があります。
　《所得のめやす》　１１８万円＋｛扶養親族等の数×３８万円｝
　学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額の計算には反映されません。
また、障害や死亡といった不慮の事態における障害基礎年金・遺族基礎年金についても、受給資格期間に算入さ
れます。受給資格要件を満たしていれば、満額の障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取ることができます。
◎申請手続き
　学生納付特例制度を申請するには、承認を受ける必要がありますので、在学証明書又は学生証を持参してください。
◎承認期間
　４月から翌年の３月です。
　※申請の届出が遅れた場合でも４月まで遡って特例を受けることができます。
☆平成２５年度に学生納付特例制度により保険料納付を猶予され、平成２６年度も引き続き在学予定の人に、３月
下旬に基礎年金番号等が印字されたハガキ形式の学生納付特例申請書が送付されています。

【同一の学校に在学する場合】
　送られてきたハガキに必要最小限の記載事項を記入するだけで申請ができます。（在学証明書、または学生証は
不要です。）
【在学される学校等に変更のある場合】
　在学の事実等について改めて確認する必要があるため、ハガキで申請することはできません。保健福祉課又は岩
国年金事務所で申請を行ってください。（在学証明書、または学生証が必要となります。）
※ 平成２６年度に学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付を希望される場合は納付書を送付しますので、保
健福祉課又は岩国年金事務所までご連絡下さい。
問合せ　岩国年金事務所（☎２４－２２２２）
　　　　保健福祉課（☎５２－２１９５）

国民年金保険料学生納付特例制度のご案内

◆国民年金保険料
　　平成２６年度の国民年金保険料額は、月額１５，２５０円になります。
◆口座振替・前納制度のご案内
 　　月々保険料を納付した場合に比べ、割引になり大変おトクです。

　　　　※１　毎月納付では現金納付と口座振替は同額です。
　　　　※２　当月末振替（早割）は納付期限よりも１ヶ月早い口座振替です。
　　　　※３　平成２７年度の保険料は１５，５９０円（予定）です。

問合せ　岩国年金事務所（☎２４－２２２２）
　　　　保健福祉課（☎５２－２１９５）

平成２６年度国民年金保険料について

平成２６年度　国民年金保険料納入額早見表（現金納付・口座振替比較）

（50円）

（300円）

（600円）

（1,200 円）

（740円）

（1,480 円）

（3,000 円）

（1,040 円）

（2,080 円）

（4,200 円）

（3,250 円）

（6,570 円）

（3,840 円）

（7,760 円） （14,800 円）

毎月納付※１ 当月末振替
（早割）※２

６ヶ月前納
（現金納付）

６ヶ月前納
（口座振替）

１年前納
（現金納付）

１年前納
（口座振替）

２年前納
（口座振替）
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平
成
26
年
度
の
一
斉
注
射
を
実
施
し
ま
す
。
犬
の

登
録
（
生
涯
に
１
回
）、
年
１
回
の
予
防
注
射
（
生
後

91
日
以
上
の
犬
）
は
狂
犬
病
予
防
法
に
よ
り
義
務
付

け
ら
れ
て
お
り
、
違
反
し
た
場
合
は
罪
に
問
わ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
予
防
注
射
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
飼
い
犬
を
登
録
し
て
い
る
人
に
は
、
事
前

に
ハ
ガ
キ
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
ハ
ガ
キ
と
料
金
を

持
参
し
、
近
く
の
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

ま
だ
、
犬
を
登
録
し
て
い
な
い
人
は
、
会
場
が
大

変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
前
日
ま
で
に
役
場
で
登
録
の

手
続
き
を
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

実
施
日
▼
４
月
17
日
㈭　

雨
天
決
行

会
場
及
び
時
間
▼

・
関
ヶ
浜
分
館　
　
　

  　
　

９
時
〜
９
時
15
分

・
瀬
田
分
館　
　
　
　

  　
　

９
時
25
分
〜
９
時
40
分

・
大
谷
集
会
所　
　
　
　

  　

９
時
50
分

・
瀬
田
３
丁
目
集
会
所　

  　

10
時
05
分
〜
10
時
20
分

・
福
祉
会
館
駐
車
場　
　

  　

10
時
30
分
〜
10
時
50
分

・
和
木
４
丁
目
第
１
集
会
所　

10
時
55
分
〜
11
時
10
分

・
和
木
５
丁
目
集
会
所　

  　

11
時
20
分
〜
11
時
35
分

・
役
場
西
側
駐
車
場　

  　
　

11
時
45
分
〜
11
時
55
分

注
射
料
金
▼
２
，
４
０
０
円

注
射
済
票
交
付
手
数
料
▼
５
５
０
円

登
録
手
数
料
▼
３
，
０
０
０
円
（
犬
の
登
録
を
し
て

い
な
い
人
）

問
合
せ
▼
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

　
　
　
　
（
☎
52
ー
２
１
９
４
）

狂
犬
病
予
防
一
斉
注
射
に
つ
い
て

　認知症の疾患として、代表的なものは次のとおりです。
「アルツハイマー型認知症」
　最も多いパターン。記憶障害（もの忘れ）から始まる場合が多く、他の主
な症状としては、段取りが立てられない。薬の管理ができないなど。
「脳血管性認知症」
　脳梗塞や脳出血、脳動脈硬化などによって、一部の神経細胞に栄養や酸素
が行き渡らなくなり、神経細胞が死んだり神経のネットワークが壊れたりする。記憶障害や言語障害などが
現れやすく、アルツハイマー型と比べて早いうちから歩行障害も出やすい。
「レビー小体型認知症」
　幻視や筋肉のこわばり（パーキンソン症状）などを伴う。
「前頭側頭型認知症」
　会話中に突然立ち去る。万引きをする。同じ行為を繰り返すなど性格変化と社交性の欠如が現れやすい。

　なお、遺伝によるケースは稀であり、さらに働き盛りの世代でも発症するおそれもあることから、認知症
は誰にでも起こりうる病気と言えます。
　認知症の大部分を占めるアルツハイマー型や脳血管性認知症は、生活習慣病（高血圧、糖尿病、高脂血症
など）との関連があるとされています。例えば、野菜・果物・魚介類の豊富な食事を心掛けたり、定期的な
運動習慣を身に付けたりと、普段からの生活管理が認知症の予防につながることが分かってきました。ま
た、症状が軽い段階のうちに認知症であることに気づき、適切な治療が受けられると、薬で認知症の進行を
遅らせたり、場合によっては症状を改善したりすることもできます。早期発見と早期治療によって、高い治
療効果が期待できるのです。
　認知症の早期発見、早期治療につなげるために、自分自身や家族、同僚、友人など周りの人について「も
しかして認知症では」と思われる症状に気づいたら、一人で悩まずかかりつけ医や専門家などに相談しま
しょう。

問合せ　地域包括支援センター（☎52－2196）

認知症について考えよう③  予防方法は？  発症したら治らない？

～ 日頃の生活管理と早期発見・治療が大切 ～ 

まれ
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行
政
書
士
に
よ
る
無
料
相
談
会

相
続
、
遺
言
の
こ
と
に
お
こ
た
え
し
ま
す
。

法
テ
ラ
ス
無
料
相
談
会

〜
４
月
10
日
は
法
テ
ラ
ス
の
日
〜

固
定
資
産
税
台
帳
の
縦
覧

行

政

相

談

年
金
天
引
き
か
ら
口
座
振
替
に

平
成
26
年
度
保
険
料
の
仮
徴
収
額
に
つ
い
て

各
種
お
知
ら
せ

　

総
務
省
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
行
政
相
談
委

員
の
沖
永
保
之
さ
ん
が
、
行
政
に
対
す
る

苦
情
や
意
見
、
要
望
を
広
く
住
民
の
方
か

ら
お
聞
き
す
る
「
行
政
相
談
」
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
秘
密
は

厳
守
し
ま
す
。

日　

時
▼
４
月
17
日
㈭　

10
時
〜
12
時

場
所
・
問
合
せ
▼
町
民
相
談
室

（
☎
52
ー
1
6
1
6
）

※
町
民
相
談
は
、
毎
週
火
・
木
曜
日
に
８

時
30
分
か
ら
17
時
15
分
ま
で
右
記
の
場

所
で
行
っ
て
い
ま
す
。

主　

催
▼
あ
ん
し
ん
相
続
せ
と
う
ち

　
　
　
　

行
政
書
士
よ
う
か
い
事
務
所

　
　
　
　

竹
村
行
政
書
士
事
務
所

　
　
　
　

し
げ
く
に
行
政
書
士
事
務
所

日　

時
▼
４
月
25
日
㈮　

９
時
〜
12
時

会　

場
▼
総
合
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

１
階
集
会
室

※
予
約
は
不
要
で
す
。
お
気
軽
に
お
越
し

く
だ
さ
い
。

※
行
政
書
士
に
は
秘
密
を
守
る
義
務
が
あ

り
ま
す
。
安
心
し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
▼
行
政
書
士
よ
う
か
い
事
務
所

行
政
書
士　

用
皆
光
康

（
☎
０
９
０
ー
３
３
７
５
ー
１
１
５
２
）

　

弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談
会
を
開

催
し
ま
す
。

日　

時
▼
４
月
18
日
㈮

　

13
時
30
分
〜
16
時
30
分

※
相
談
時
間
は
一
人
30
分
程
度

会　

場
▼
山
口
県
弁
護
士
会
岩
国
法
律
相

談
セ
ン
タ
ー（
岩
国
市
錦
見
１
丁
目
10
ー

17
）

相
談
内
容
▼
借
金
、
離
婚
、
相
続
、
労
働

問
題
等
の
民
事
一
般

※
こ
の
相
談
会
は
資
力
要
件
を
問
わ
な
い

の
で
、
民
事
一
般
の
内
容
で
あ
れ
ば
、

ど
な
た
で
も
利
用
で
き
ま
す
。

定　

員
▼
６
人

申
込
方
法
▼

　

事
前
に
電
話
で
予
約
し
て
く
だ
さ
い

予
約
受
付
時
間
▼
９
時
〜
17
時

※
土
・
日
、
祝
日
を
除
く

申
込
期
限
▼
４
月
８
日
㈫

※
定
員
に
な
り
次
第
締
切

予
約
・
問
合
せ
▼
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー

　

山
口
地
方
事
務
所
（
法
テ
ラ
ス
山
口
）

（
☎
０
５
０
ー
３
３
８
３
ー
５
４
９
０
）

●
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

●
国
民
健
康
保
険
料

　

年
金
天
引
き
の
場
合
、
確
定
申
告
に
お

け
る
社
会
保
険
料
控
除
の
適
用
が
本
人
に

限
ら
れ
ま
す
。
支
払
方
法
を
口
座
振
替
に

変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
保
険
料
控

除
の
適
用
を
本
人
以
外
が
受
け
る
こ
と
が

可
能
に
な
り
ま
す
。

　

必
要
な
人
は
、
税
務
課
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

※
滞
納
の
あ
る
人
は
変
更
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。

※
今
後
、
年
金
天
引
き
に
な
る
人
も
申
請

で
き
ま
す
。

※
口
座
振
替
を
希
望
し
な
い
場
合
は
、
手

続
き
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

必
要
な
も
の
▼
金
融
機
関
届
出
印
、
通
帳
、

被
保
険
者
証

問
合
せ
▼
税
務
課
（
☎
52
ー
２
１
９
３
）

縦
覧
で
き
る
人
▼

　

町
に
固
定
資
産
税
を
納
め
て
い
る
人
、

ま
た
は
、
そ
の
代
理
人
（
委
任
状
が
必
要
）

※
自
己
資
産
に
関
す
る
固
定
資
産
税
の
課

税
内
容
に
つ
い
て
は
、
４
月
中
旬
頃
に

送
付
予
定
の
「
固
定
資
産
（
土
地
・
家
屋
）

明
細
書
」
で
も
確
認
で
き
ま
す
。

●
縦
覧
・
閲
覧
の
際
に
必
要
な
も
の

　

本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
（
運
転
免
許

証
・
納
税
通
知
書
な
ど
）、
代
理
人
は
委
任

状
、
借
地
・
借
家
人
の
場
合
は
、
契
約
書

な
ど
の
権
利
が
確
認
で
き
る
も
の
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

縦
覧
期
間
▼
４
月
１
日
㈫
〜
30
日
㈬

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

※
土
・
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く

縦
覧
場
所
▼
税
務
課
（
役
場
１
階
）

手
数
料
▼
閲
覧
・
証
明
に
は
、
通
常
は
手
数

料
が
か
か
り
ま
す
が
、
縦
覧
期
間
中
の

納
税
義
務
者
本
人
の
閲
覧
は
無
料
で
す
。

問
合
せ
▼
税
務
課　

固
定
資
産
税
係

（
☎
52
ー
2
1
9
3
）

　

介
護
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
ま
た
は
国
民
健
康
保
険
料
を
年
金
か
ら

天
引
き
す
る
人
に
、
4
月
中
旬
に
仮
徴
収

額
決
定
通
知
書
（
4
月
〜
8
月
分
）
を
送

り
ま
す
。

　

年
間
の
保
険
料
は
、
所
得
確
定
後
の
7

月
に
決
定
し
、
通
知
し
ま
す
。

問
合
せ
▼

●
介
護
保
険
料

　

保
健
福
祉
課
（
☎
52
ー
2
1
9
6
）

●
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

●
国
民
健
康
保
険
料

　

税
務
課
（
☎
52
ー
2
1
9
3
）

　

東
日
本
大
震
災
を
踏
ま
え
、
県
や
町
が

実
施
す
る
防
災
・
減
災
事
業
を
充
実
す
る

た
め
、
平
成
26
年
度
か
ら
平
成
35
年
度
ま

で
の
間
、
町
民
税
、
県
民
税
の
均
等
割
額

が
そ
れ
ぞ
れ
5
0
0
円
増
額
さ
れ
ま
す
。

改
正
前
（
平
成
25
年
度
ま
で
）

　

個
人
住
民
税
…
…
3
，
0
0
0
円

　

個
人
県
民
税
…
…
1
，
5
0
0
円

　

合　

計
…
…
…
…
4
，
5
0
0
円

改
正
後
（
平
成
26
年
度
か
ら
）

　

個
人
住
民
税
…
…
3
，
5
0
0
円

　

個
人
県
民
税
…
…
2
，
0
0
0
円

　

合　

計
…
…
…
…
5
，
5
0
0
円

※
個
人
県
民
税
に
は
や
ま
ぐ
ち
森
林
づ
く

り
県
民
税
5
0
0
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

問
合
せ
▼
税
務
課
（
☎
52
ー
2
1
9
3
）

住
民
税
の
均
等
割
額
を
増
額
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硬
式
テ
ニ
ス
初
心
者
講
習
会
受
講
者
募
集

上
下
水
道
料
金
の
改
定
に
つ
い
て

子
育
て
、
孫
育
て
写
真
を
募
集

　

和
木
町
快
適
環
境
ま
ち
づ
く
り
町
民
会

議
で
は
、
家
庭
で
で
き
る
身
近
な
地
球
温

暖
化
対
策
の
一
環
と
し
て
先
着
20
人
に

「
ゴ
ー
ヤ
」
の
苗
を
配
布
し
ま
す
。

　

ま
た
、
昨
年
に
引
き
続
き
「
和
木
町
緑

の
カ
ー
テ
ン
コ
ン
テ
ス
ト
」
を
実
施
し
ま

す
。
暑
い
夏
を
や
わ
ら
げ
る
涼
や
か
な
街

並
み
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

苗
の
配
布
に
つ
い
て

配
布
対
象
▼
和
木
町
在
住
の
人

配
布
人
数
▼
先
着
20
人

配
布
数
▼
最
大
10
苗

※
苗
の
配
布
は
１
世
帯
に
つ
き
１
人
の
み

締
め
切
り
▼
5
月
30
日
㈮

希
望
す
る
人
は
役
場
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

緑
の
カ
ー
テ
ン
コ
ン
テ
ス
ト
に
つ
い
て

対
象
者
▼
和
木
町
在
住
で
自
宅
に
緑
の

カ
ー
テ
ン
を
つ
く
る
人

募
集
要
領
▼

・
カ
ー
テ
ン
に
使
用
す
る
植
物
の
種
類
は

問
い
ま
せ
ん
。　

・
カ
ー
テ
ン
を
つ
く
っ
て
い
た
だ
き
、
応

募
用
紙
と
育
成
の
状
況
が
分
か
る
写
真

を
8
月
29
日
㈮
ま
で
に
住
民
サ
ー
ビ
ス

課
に
提
出
。

・
書
類
審
査
で
優
秀
と
認
め
ら
れ
た
人
に

は
賞
状
及
び
副
賞
（
和
木
町
共
通
商
品

券
）
を
贈
呈
し
ま
す
。

問
合
せ
▼
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

（
☎
52
ー
2
1
9
4
）

　

消
費
税
率
の
引
上
げ
に
伴
い
、
上
下
水

道
料
金
を
4
月
1
日
に
改
定
し
ま
す
。

　

新
税
率
（
8
％
）
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、

5
・
6
月
分
の
水
道
料
金
（
7
月
中
旬
送

付
予
定
）
か
ら
で
す
。

　

た
だ
し
、
4
月
1
日
以
降
に
水
道
の
使

用
を
開
始
し
た
人
は
、
3
・
4
月
分
に
つ

い
て
も
、
新
税
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

http://w
w
w
.tow

n.w
aki.lg.jp/

問
合
せ
▼
都
市
建
設
課

（
☎
52
ー
2
1
9
8
）

　

初
心
者
講
習
会
を
、
次
の
と
お
り
開
催

し
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
、
テ
ニ
ス
を
楽
し
め
る
よ

う
に
な
り
ま
せ
ん
か
？
優
し
く
分
か
り
や

す
く
指
導
い
た
し
ま
す
。

日　

時
▼
4
月
21
日
㈪
〜　

6
回
コ
ー
ス

　

毎
週
月
曜
日
（
雨
天
順
延
）

19
時
〜
21
時

場　

所
▼
和
木
町
民
庭
球
場

会　

費
▼
3
，
0
0
0
円

定　

員
▼
先
着
12
名
（
中
学
生
以
上
）

申
込
締
切
▼
4
月
17
日
㈭

申
込
み
▼
体
育
協
会
事
務
局
（
体
育
セ
ン

タ
ー
内
）
に
会
費
を
添
え
て
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
▼
体
育
協
会
事
務
局

（
☎
52
ー
2
8
1
1
）

就

学

援

助

　

就
学
援
助
制
度
と
は
、
経
済
的
な
理
由

に
よ
り
就
学
困
難
な
児
童
生
徒
の
保
護
者

に
対
し
、
学
用
品
費
・
校
外
活
動
費
の
一

部
な
ど
必
要
な
援
助
を
行
う
制
度
で
す
。

申
請
要
件

①
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
人

②
25
年
度
又
は
26
年
度
に
お
い
て
、
次
の

措
置
を
受
け
た
人
な
ど
、
生
活
保
護
を

必
要
と
す
る
人
に
準
ず
る
程
度
に
生
活

に
困
窮
し
て
い
る
人
。

⒧
生
活
保
護
の
停
止
又
は
廃
止
を
受
け
た

世
帯

⑵
市
町
村
民
税
の
非
課
税
世
帯

⑶
児
童
扶
養
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
母

子
世
帯
（
児
童
手
当
で
は
な
い
）

⑷
国
保
・
国
民
年
金
保
険
料
の
減
免
措
置

を
受
け
て
い
る
世
帯

⑸
そ
の
他
の
理
由
で
、
生
活
状
態
が
極
め

て
悪
い
と
認
め
ら
れ
る
世
帯

提
出
書
類

・
就
学
援
助
費
交
付
申
請
書
兼
世
帯
表

（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
教
育
委
員
会

に
て
入
手
で
き
ま
す
）

・
申
請
要
件
に
応
じ
て
、
次
の
書
類
を
添

付
し
て
下
さ
い
。

　

①
の
場
合
▼
生
活
保
護
証
明
書

　

②
⑵
の
場
合
▼
町
民
税
課
税
証
明
書

　

②
⑶
の
場
合
▼
児
童
扶
養
手
当
証
書
の
写
し

②
⒧
⑷
⑸
の
場
合
▼
関
係
機
関
が
発
行

す
る
証
明
書
類
の
写
し

提
出
期
限
▼
4
月
25
日
㈮

提
出
・
申
込
先
▼
教
育
委
員
会 

（
☎
53
ー
3
1
2
3
）

涼
や
か
な
街
並
み
を
つ
く
ろ
う
！

〜
ゴ
ー
ヤ
の
苗
を
無
料
配
布
／

緑
の
カ
ー
テ
ン
コ
ン
テ
ス
ト
開
催
〜

す
ず

ア
サ
リ
開
放
の
中
止
に
つ
い
て

入
学
式
・
入
園
式
の
お
知
ら
せ

●
和
木
中
学
校

日　

時
▼
4
月
8
日
㈫　

13
時
30
分

場　

所
▼
和
木
中
学
校
多
目
的
ス
ペ
ー
ス

●
和
木
小
学
校

日　

時
▼
4
月
9
日
㈬　

9
時
30
分

場　

所
▼
和
木
小
学
校
講
堂
兼
屋
内
運
動
場

●
和
木
幼
稚
園

日　

時
▼
4
月
10
日
㈭　

9
時
30
分

場　

所
▼
和
木
幼
稚
園
遊
戯
室

　

毎
年
、
小
瀬
川
河
口
和
木
町
側
で
ア
サ
リ

漁
を
お
楽
し
み
い
た
だ
い
て
い
た
と
こ
ろ

で
す
が
、
今
年
は
下
水
道
仮
設
管
布
設
工
事

の
た
め
、
中
止
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

問
合
せ
▼
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

（
☎
52
ー
2
1
9
4
）

　

子
育
て
、
孫
育
て
中
の
男
性
の
楽
し
い

写
真
を
募
集
し
ま
す
。

応
募
資
格
▼
和
木
町
在
住
の
人

応
募
方
法
▼
写
真
の
大
き
さ
は
Ｌ
サ
イ
ズ

と
し
、
写
真
の
裏
面
に
住
所
、
氏
名
、

電
話
番
号
を
記
入
し
て
社
会
福
祉
協
議

会
に
提
出
。（
郵
送
可
）

応
募
締
切
▼
5
月
20
日
㈫

※
応
募
者
に
は
粗
品
を
進
呈
し
ま
す
。

※
作
品
は
6
月
7
日
開
催
の
「
和
木
町
福

祉
ま
つ
り
」
で
発
表
し
ま
す
。

問
合
せ
▼
社
会
福
祉
協
議
会

　

和
木
町
和
木
2
丁
目
15
ー
22

（
☎
52
ー
8
6
4
4
）
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平
成
26
年
度
山
口
県
職
員

山
口
県
警
察
官
募
集
！

〝
個
人
情
報
の
詐
取
〞や

〝
振
り
込
め
詐
欺
〞に
注
意

平
成
26
年
度
山
口
県
健
康
福
祉
祭

山
口
県
食
の
安
心
モ
ニ
タ
ー
募
集

　

山
口
県
で
は
、
日
常
の
買
い
物
を
通
じ

て
食
品
表
示
な
ど
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
て

い
た
だ
く
「
山
口
県
食
の
安
心
モ
ニ
タ
ー
」

を
募
集
し
ま
す
。

応
募
資
格
▼
県
内
に
居
住
す
る
18
歳
以
上

の
人

任　

期
▼
委
嘱
日
〜
平
成
27
年
３
月
31
日

募
集
人
数
▼
40
人

主
な
活
動
内
容
▼

・
日
常
の
購
買
活
動
を
通
じ
、
食
品
販
売

店
の
食
品
表
示
や
衛
生
管
理
等
を
モ
ニ

タ
リ
ン
グ

・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
で
発
見
し
た
不
適
正
な

食
品
の
取
扱
等
の
通
報

・
研
修
会
等
へ
の
参
加

・
地
域
住
民
か
ら
食
の
安
心
安
全
に
関
す

る
相
談
等
へ
の
対
応
（
県
の
窓
口
へ
の

取
次
）

・
活
動
状
況
の
定
期
報
告
及
び
県
の
施
策

へ
の
提
言

応
募
方
法
▼
所
定
の
応
募
申
込
書
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、企
画
総
務
課
に
提
出
。

　

応
募
用
紙
は
企
画
総
務
課
、
山
口
県
環

境
政
策
部
生
活
衛
生
課
、
県
民
局
、
健
康

福
祉
セ
ン
タ
ー
に
用
意
し
て
あ
る
ほ
か
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
入
手
で
き
ま
す
。

http://w
w
w
.pref.yam

aguchi.lg.jp/
cm
s/a15300/index/

応
募
期
限
▼
４
月
17
日
㈭

問
合
せ
▼

　

企
画
総
務
課
（
☎
52
ー
2
1
9
6
）

　

山
口
県
環
境
生
活
部
生
活
衛
生
課

（
☎
0
8
3
ー
9
3
3
ー
2
9
4
7
）

・
競
技
ス
ポ
ー
ツ
（
ゴ
ル
フ
を
除
く
）、

　
囲
碁
・
将
棋
大
会

開
催
日
時
▼
5
月
21
日
㈬

※
雨
天
予
備
日
22
日
㈭

会　

場
▼
維
新
百
年
記
念
公
園

　

や
ま
ぐ
ち
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
パ
ー
ク

種　

目
▼
卓
球
、
テ
ニ
ス
、
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
、

ペ
タ
ン
ク
、
弓
道
、
剣
道
、
ソ
フ
ト
ボ
ー

ル
、
囲
碁
、
将
棋
、
健
康
マ
ー
ジ
ャ
ン

募
集
期
限
▼
4
月
14
日
㈪

参
加
資
格
▼
県
内
在
住
の
60
歳
以
上
（
昭

和
30
年
4
月
1
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
）

申
込
み
・
問
合
せ
▼

　

保
健
福
祉
課
（
☎
52
ー
2
1
9
5
）

・
ゴ
ル
フ
の
部

開
催
日
時
▼
5
月
8
日
㈭

会　

場
▼
周
防
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ

募
集
期
限
▼
4
月
8
日
㈫

参
加
資
格
▼
県
内
在
住
の
60
歳
以
上
（
昭

和
30
年
4
月
1
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
）

参
加
料
▼
1
チ
ー
ム
3
人　

6
，
0
0
0
円

※
別
途
プ
レ
ー
料
金
要

申
込
方
法
▼

　

所
定
の
申
込
書
に
参
加
料
を
添
え
て
、

山
口
県
ゴ
ル
フ
協
会
に
直
接
申
込
み
。

（
た
だ
し
、
先
着
順
で
定
員
に
な
り
次
第

締
切
）

申
込
み
・
問
合
せ
▼
山
口
県
ゴ
ル
フ
協
会

〒
7
5
4
ー
0
0
1
4

　

山
口
市
小
郡
高
砂
町
2
ー
10第

1
原
ビ
ル
5
階

☎
0
8
3
ー
9
7
3
ー
4
7
0
1

0
8
3
ー
9
7
3
ー
4
7
0
2

・
美
術
展

開
催
期
間
▼
5
月
31
日
㈯
〜
6
月
2
日
㈪

会　

場
▼
防
府
市
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

（
ア
ス
ピ
ラ
ー
ト
）

募
集
作
品
▼
日
本
画
、
洋
画
、
彫
刻
、
工
芸
、

書
、
写
真

募
集
期
限
▼
４
月
21
日
㈪

出
品
条
件
▼
県
内
在
住
の
60
歳
以
上
（
昭

和
30
年
4
月
1
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
）

の
ア
マ
チ
ュ
ア
が
創
作
し
た
未
発
表
作

品
と
し
、
出
品
数
は
1
人
1
点
（
複
数

部
門
へ
の
出
品
不
可
）

申
込
み
・
問
合
せ
▼

　

保
健
福
祉
課
（
☎
52
ー
２
１
９
５
）

　

平
成
26
年
度
の
山
口
県
職
員
採
用
試
験

を
実
施
し
ま
す
。

※
県
職
員
の
勤
務
内
容
や
待
遇
な
ど
を
説

明
し
た
「
職
員
募
集
案
内
」（
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
）
を
４
月
中
旬
以
降
、
お
配
り
す
る

予
定
に
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
活
用
く

だ
さ
い
。

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
お
知
ら
せ
し
て

い
ま
す
。

●
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.pref.yam

aguchi.lg.jp
/cm

s/a33000/shiken/saiyo-joho.
htm
l

●
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク　

http://w
w
w
.facebook.com

/shiken.
pref.yam

aguchi

問
合
せ
▼
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局

（
☎
0
8
3
ー
9
3
3
ー
4
4
7
4
）

　

消
費
税
率
の
引
上
げ
に
際
し
、「
臨
時
福

祉
給
付
金
（
簡
素
な
給
付
措
置
）」・「
子
育

て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」
が
支
給
さ
れ

る
こ
と
が
決
ま
っ
て
お
り
ま
す
が
、
住
民

の
皆
様
か
ら
の
申
請
を
受
け
付
け
る
段
階

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

具
体
的
な
申
請
の
方
法
な
ど
が
決
ま
り

次
第
、
速
や
か
に
広
報
い
た
し
ま
す
。

●
市
町
村
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が
Ａ
Ｔ
Ｍ

（
銀
行
・
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
現
金
自
動
支

払
機
）
の
操
作
を
お
願
い
す
る
こ
と
は
、

絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

●
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し
て
、
他
人
か

ら
お
金
を
振
り
込
ん
で
も
ら
う
こ
と
は

絶
対
に
で
き
ま
せ
ん
。

●
市
町
村
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が
、「
臨
時

福
祉
給
付
金
（
簡
素
な
給
付
措
置
）」
や

「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」
を
支

給
す
る
た
め
に
、
手
数
料
な
ど
の
振
込

を
求
め
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

●
現
時
点
で
、
市
町
村
や
厚
生
労
働
省
な

ど
が
住
民
の
皆
様
の
世
帯
構
成
や
銀
行

口
座
の
番
号
な
ど
の
個
人
情
報
を
照
会

す
る
こ
と
は
、
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ご
自
宅
や
職
場
な
ど
に
市
町
村
や
厚
生

労
働
省
の
職
員
な
ど
を
か
た
っ
た
電
話
が

か
か
っ
て
き
た
り
、
郵
便
が
届
い
た
ら
、

和
木
町
役
場
（
☎
52
ー
２
１
９
５
）
ま
た
は

最
寄
り
の
警
察
署
（
も
し
く
は
警
察
相
談

専
用
電
話
（
♯
９
１
１
０
）
）
に
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
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し
だ
れ

ご
ぼ
う

和

木

短

歌

会

和
木
俳
句
教
室
句
会

里
芋　

牛
蒡　

蓮
乱
切
り
し
生
徒
ら
と

　
　

郷
土
料
理
の
大
平
つ
く
る

ね
ぇ
あ
ん
た
気
持
ち
は
っ
き
り
聞
か
せ
て
よ

　
　

ケ
イ
タ
イ
と
じ
て
河
の
雪
み
る

震
災
を
乗
り
越
え
羽
生
金
メ
ダ
ル

　
　

何
度
も　
　

見
た
き
演
技

猫
に
な
り
人
魚
と
な
り
て
息
を
吐
く

　
　

マ
ッ
ト
に
眠
れ
る
美
女
と
な
る
ヨ
ガ

満
足
の
競
技
終
え
た
る
浅
田
真
央

　
　

こ
ぼ
す
涙
に
私
も
涙

信
心
の
み
く
じ
吉
な
り
今
朝
の
春

音
立
て
て
草
の
芽
を
食
む
神
の
鹿

風
光
る
合
唱
団
の
弾
む
声

舞
扇
し
な
る
指
先
枝
垂
梅

兄
の
忌
や
父
母
目
の
前
に
梅
ほ
の
香

風
光
る
白
き
シ
ャ
ツ
揺
れ
三
世
代

越
智　

幸
子

小
川　

誉
子

灰
岡
美
穂
子

平
岡　

菊
江

山
重　

杵
子

与
三
本
愛
子

  

主
な
相
談
事
例

【
事
例
】
老
人
ホ
ー
ム
の
社
員
権

　

自
宅
に
老
人
ホ
ー
ム
社
員
権
の
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
が
届
い
た
後
、
別
の
業

者
（
Ａ
社
）
か
ら
「
社
員
権
が
ま
だ

空
い
て
い
る
か
聞
い
て
ほ
し
い
」
と

の
電
話
が
あ
っ
た
。
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

の
医
療
会
社
に
電
話
し
た
ら「
よ
か
っ

た
で
す
ね
。
ぎ
り
ぎ
り
ま
だ
買
え
ま

す
」
と
言
わ
れ
た
。Ａ
社
に
伝
え
た
と

こ
ろ
「
老
人
ホ
ー
ム
の
入
居
を
待
っ

て
い
る
人
が
た
く
さ
ん
い
る
。
名
義

を
貸
し
て
ほ
し
い
。
お
願
い
し
ま
す
」

と
何
度
も
言
わ
れ
、
人
助
け
に
な
る

な
ら
と
思
い
、
承
諾
し
、
名
前
と
住

所
と
年
齢
を
伝
え
た
。

　

そ
の
後
、Ａ
社
か
ら
「
あ
な
た
の
名

前
で
手
続
き
し
ま
し
た
。
３
，０
０
０

万
円
を
こ
ち
ら
で
振
り
込
み
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
は
誰
に
も
言
わ
な
で
ほ
し

い
。
あ
な
た
と
の
会
話
は
録
音
し
て

あ
り
ま
す
」
と
言
わ
れ
、
内
緒
に
す

る
の
は
お
か
し
い
と
思
っ
た
。

　

息
子
に
話
し
た
ら
詐
欺
だ
と
言
わ

れ
た
。
私
が
承
諾
し
た
こ
と
を
録
音

さ
れ
て
い
る
と
心
配
だ
し
、
も
し
３
，

０
０
０
万
円
払
え
と
言
わ
れ
た
ら
高

額
で
払
え
な
い
。
ど
う
し
た
ら
よ

い
か
。

　

有
料
老
人
ホ
ー
ム
や
介
護
施
設
な

ど
に
入
居
す
る
権
利
（
以
下
「
老
人

ホ
ー
ム
入
居
権
」）
に
関
す
る
買
え
買

え
詐
欺
が
増
加
し
て
い
ま
す
。「
入
居

で
き
な
く
て
困
っ
て
い
る
人
が
い
る
」

な
ど
と
言
い
、〝
人
助
け
〞だ
と
思
わ

せ
て
高
齢
者
に
老
人
ホ
ー
ム
入
居
権

を
購
入
さ
せ
よ
う
と
す
る
極
め
て
悪

質
な
手
口
で
す
。

　

高
齢
者
に
と
っ
て
老
人
ホ
ー
ム
等

へ
の
入
居
は
ひ
と
ご
と
で
は
な
く
身

近
な
問
題
で
あ
り
、
そ
う
し
た
高
齢

者
の
親
切
心
や
同
情
心
に
つ
け
こ
ん

で
言
葉
巧
み
に
購
入
さ
せ
よ
う
と
し

ま
す
。

　

こ
う
し
た
不
審
な
電
話
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
相
手
に
せ
ず
す
ぐ
に
電

話
を
切
っ
て
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

消費者生活相談

だより

消費者生活相談

だより Vol. 105

問
合
せ
▼

●
暮
ら
し
の
安
心
推
進
員

　

藤
本　

亮
恵（
☎
53
ー
2
6
7
5
）

●
企
画
総
務
課（
☎
52
ー
2
1
3
6
）

●
山
口
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
（
☎
0
8
3
ー
9
2
4
ー
2
4
2
1
）

（
3
月
句
会
）

向
田
登
美
子

竹
次　

兼
俊

広
宇
次
信
子

横
川
美
代
子

森
本　

初
子

鉢
植
え
の
梅
咲
き
白
き
椿
咲
く

　
　

空
は
み
ず
い
ろ
雪
晴
れ
の
朝

藤
上　

紀
子

「老人ホーム入居権」の
買え買え詐欺にご注意！

  

消
費
者
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス

●「
代
わ
り
に
申
し
込
ん
で
」「
名
義

を
貸
し
て
」「
あ
な
た
の
名
前
で

買
っ
た
」
な
ど
と
持
ち
か
け
て
く

る
不
審
な
電
話
は
買
え
買
え
詐
欺

で
す
。
相
手
に
せ
ず
す
ぐ
に
電
話

を
切
っ
て
く
だ
さ
い 

。

●
業
者
と
や
り
と
り
し
て
し
ま
っ
て

も
、
話
を
う
の
み
に
せ
ず
、
絶
対

に
お
金
を
払
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

●
す
ぐ
に
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い 

。

●
日
頃
か
ら
家
族
や
身
近
な
人
に
よ

る
高
齢
者
へ
の
見
守
り
が
大
切

で
す
。
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　４月１日から、地球温暖化対策を推進するため、町内においてエネファーム（家庭用燃料電池）を新たに
設置する人に対して、設置費の一部を助成します。
【エネファームとは？】
　ガス等から取り出した水素と空気中の酸素を化学反応させ、電気をつくり出します。さらに、発電の際に発
生する熱を捨てずにお湯をつくり給湯に利用します。エネルギーを余すことなく活用するシステムです。
【補助制度の概要】
補助金額　
１基につき１０万円（定額補助）
※ただし、補助金の交付は１住宅につき１基までです。
補助対象者　
　自らが居住するために用いる町内の住宅に補助対象システム
を新たに設置する人。
　自らが居住するために町内の補助対象システム付き住宅（建
売住宅）を購入する人。
　町税を完納している人。
【！重要！】４月１日以降に対象システムの設置工事に着手する
方が対象です。着手する前に交付申請書の提出が必要です。
対象システム　
　一般社団法人燃料電池普及促進協会（ＦＣＡ）が指定したシ
ステムであること。
　システムはすべて新品であること。
申請窓口及び問い合わせ先　
　住民サービス課（☎５２－２１９４　　５２－７２７７）
　　Ｅメール　jumin@town.waki.lg.jp
※詳しい内容については、和木町のホームページ（http://www.town.waki.lg.jp/）でご確認ください。

　平成２６年度も引き続き、地球温暖化対策を推進するため、町内に住宅用太陽光発電システムを新たに設置す
る人に対して、設置費の一部を助成します。
　なお、補助制度の内容を変更しましたので、ご確認ください。

【補助制度の概要】
補助金額（平成２５年度と同額）
　太陽電池モジュールの最大出力１kwあたり２万円（上限５kw、１千円未満切り捨て）
補助対象
　住宅用太陽光発電システムを自ら居住するための町内の住宅に新たに設置する個人で、電灯契約を締結し、
町税等を完納している人。
※４月１日以降に対象システムの設置工事に着手する人が対象です。着手する前に交付申請書の提出が必要です。
※対象システム付きの建売住宅を購入する人も対象になります。
対象システム　
一般社団法人太陽光発電協会が認定したシステム
申請窓口及び問い合わせ先
　住民サービス課（☎５２－２１９４　　５２－７２７７）
　　Ｅメール　jumin@town.waki.lg.jp
※詳しい内容については、和木町のホームページ（http://www.town.waki.lg.jp/）でご確認ください。

■継続します！！和木町住宅用太陽光発電システム設置費補助金

■和木町エネファーム設置費補助金事業を開始します

都市ガス
LPガス

燃料電池
スタック

燃
料
改
質
装
置

貯
湯
タ
ン
ク

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
熱
源
機

イ
ン
バ
ー
タ

熱
回
収
装
置

水素

電気

酸素

燃料電池ユニット

貯湯ユニット

熱 お湯

給水

26



5
23

47
95

142
148

201
254

155
173

224
212

241
204
201
186
182

164
162

208

3 5
23

68
87

165
165

201
194

219
208

164
167

230
208

195
181

137
146
152

182
180

男　3,230人
（－12）

女　3,277人
（－3）

平成26年3月1日現在
総人口　6,507人

世帯数　2,777世帯

和木町の面積　10.56km
（　）内は前月比

（－15）

（±0）

100 200100200 00

　
ふ
れ
あ
い
工
房
ク
ロ
�
バ
�
で
は
�

手
づ
く
り
焼
き
た
て
パ
ン
を
販
売
し
て

い
ま
す
�

※
ふ
れ
あ
い
工
房
ク
ロ
�
バ
�
は
�
障

害
を
持
�
た
方
の
社
会
的
な
活
動
や

経
済
的
な
自
立
を
促
し
�
障
害
者
の

社
会
参
加
を
図
る
た
め
の
施
設
で
す
�

日
　
時
▼
４
月
９
日
㈬
　

　
　
　
　
15
時
〜
15
時
30
分

場
　
所
▼
総
合
福
祉
会
館
１
階
ロ
ビ
�

今月の納税

　町税などの納税は便利な口座振替を
ご利用ください。
※納期限は4月30日㈬です。

問合せ ▼税務課（

1 期分

4 月分

固定資産税

町営住宅使用料

掲
載
写
真
を
差
し
上
げ
ま
す

　

広
報
「
わ
き
」、
ア
イ
・
キ
ャ
ン
和
木

チ
ャ
ン
ネ
ル
文
字
放
送
で
掲
載
し
た
写

真
が
必
要
な
人
（
写
真
に
写
っ
て
い
る

本
人
ま
た
は
家
族
に
限
る
）
は
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

　

ア
イ
・
キ
ャ
ン
の
写
真
は
テ
レ
ビ
画

面
右
下
の
タ
イ
ト
ル
と
番
号
を
お
知
ら

せ
く
だ
さ
い
。

申
込
み
▼
企
画
総
務
課（☎

52
ー
2
1
3
6
）

町
職
員
の
異
動
「
敬
称
略
」（
　
）
内
は
旧
職

●
企
画
総
務
課

　

松
井
敏
浩　

課
長
補
佐

　
　
　
　
　
　
（
住
民
サ
ー
ビ
ス
課　

係
長
）

●
税
務
課

　

明
本
光
弘　

課
長
補
佐

　
　
　
　
　
　
（
企
画
総
務
課　

課
長
補
佐
）

　

田
中
良
野　

係
長

　
　
　
　
　
（
教
育
委
員
会
事
務
局　

係
長
）

●
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

　

永
井　

博　

課
長
補
佐

　
　
　
　
　
　
　
　
（
税
務
課　

課
長
補
佐
）

●
保
健
福
祉
課

　

田
中
敬
子　

課
長
補
佐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
税
務
課　

係
長
）

●
都
市
建
設
課

　

山
下
純
二　

課
長
補
佐　
（
同
課　

係
長
）

　

片
山
博
和　

係
長　
　
　
（
同
課　

主
事
）

●
教
育
委
員
会
事
務
局

　

大
野
真
依　

主
事

　
　
　
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー　

主
事
）

●
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

　

藤
川
直
紀　

所
長
補
佐

　
　
　
　
　
　
（
保
健
福
祉
課　

課
長
補
佐
）

退
職

　

河
村
忠
昭　
　
　
（
教
育
委
員
会
教
育
長
）

教
職
員
の
異
動
「
敬
称
略
」

【
転
出
者
】（ 

）
内
は
転
出
先

●
和
木
小
学
校

　

植
木
敦
子
（
周
南
市
立
周
陽
小
学
校
）

　

木
嶋
麻
友
美

　
　
　
　

（
岩
国
市
立
麻
里
布
小
学
校
）

　

宇
野
貴
法
（
防
府
市
立
松
崎
小
学
校
）

　

福
田
美
郷
（
防
府
市
立
新
田
小
学
校
）

●
和
木
中
学
校

　

引
地
隆
良
（
岩
国
市
立
由
宇
中
学
校
）

【
転
入
者
】（ 

）
内
は
前
任
校

●
和
木
小
学
校

　

濱
本
満
登　

校
長

　
　
　
　
　

（
下
関
市
立
向
山
小
学
校
）

　

西
山
徳
子
（
岩
国
市
立
平
田
小
学
校
）

　

村
上
麻
理
子

　
　
　
　

（
山
口
市
立
大
内
南
小
学
校
）

　

清
木
康
雅　
　
　
　
　

（
新
規
採
用
）

　

末
兼
宏
美　
　
　
　
　

（
新
規
採
用
）

退
職

●
和
木
小
学
校

　

重
岡
良
典　

校
長

　
　
　
　
　
　
　

（
教
育
委
員
会
委
員
）

　

重
田
幸
輝

職
員
の
異
動

職
員
の
異
動

職
員
の
異
動

４
月
１
日
付

４
月
１
日
付
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